
第１１００号　―１―令和４年１月３１日 広 島 市 報

広 島 市 報広 島 市 報
定期第１１００号

令和４年１月３１日

発  行  所

広島市役所
（企画総務局法務課）

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

目 次

　　　　条　　　　　例

○広島市附属機関設置条例の一部を改正する

条例（第５６号） …………………………………………… 7

○市議会議員の議員報酬，費用弁償及び期末

手当に関する条例の一部を改正する条例 

（第５７号） ………………………………………………… 7

○特別職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例（第５８号） ………………………………… 7

○一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例（第５９号） ………………………………… 8

○広島市都市計画関係手数料条例の一部を改

正する条例（第６０号） …………………………………… 8

○広島市国民健康保険条例の一部を改正する

条例（第６１号） …………………………………………… 9

○広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計

画）特別用途地区内における建築物の制限

の緩和に関する条例（第６２号） ………………………… 9

○広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計

画）地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例（第 

６３号） ……………………………………………………… 10

○広島市市営住宅等条例の一部を改正する条

例（第６４号） ……………………………………………… 11

○広島市公園条例の一部を改正する条例（第 

６５号） ……………………………………………………… 11

○小河内財産区議会設置条例を廃止する条例 

（第６６号） ………………………………………………… 12

○小河内財産区議会定例会条例を廃止する条

例（第６７号） ……………………………………………… 12

○小河内財産区議会議員の議員報酬及び費用

弁償に関する条例を廃止する条例（第６８ 

号） …………………………………………………………… 12

○高南財産区議会設置条例を廃止する条例 

（第６９号） ………………………………………………… 13

○高南財産区議会定例会条例を廃止する条例 

（第７０号） ………………………………………………… 13

○高南財産区議会議員の議員報酬及び費用弁

償に関する条例を廃止する条例（第７１ 

号） …………………………………………………………… 13

　　　　規　　　　　則

○広島市事務組織規則の一部を改正する規則 

（第８５号） ………………………………………………… 13

○広島城三の丸整備等事業者選定審議会規則 

（第８６号） ………………………………………………… 14

○一般職の職員の給与に関する条例施行規則

の一部を改正する規則（第８７号） ……………………… 15

○広島市会計規則の一部を改正する規則（第 

８８号） ……………………………………………………… 15

○広島市職員の給与等の支払に関する規則の

一部を改正する規則（第８９号） ………………………… 16

○広島市国民健康保険規則の一部を改正する

規則（第９０号） …………………………………………… 16

○広島市安芸市民病院事業財務会計規則の一

部を改正する規則（第９１号） …………………………… 16

○広島市下水道事業財務会計規則の一部を改

正する規則（第９２号） …………………………………… 17

○小河内財産区議会定例会規則を廃止する規

則（第９３号） ……………………………………………… 17

○高南財産区議会定例会規則を廃止する規則 

（第９４号） ………………………………………………… 18

　　　　告　　　　　示

○都市計画法による広島圏都市計画（広島平

和記念都市建設計画）生産緑地地区の変更……………… 18

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の新設の届出……………………………………………… 18

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の届出事項の変更の届出………………………………… 19

○景観法に基づく届出等に係る事前協議に関

する取扱要綱の改正………………………………………… 20

○介護保険法による指定居宅サービス事業者

及び指定介護予防サービス事業者の指定………………… 20

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者 

の指定………………………………………………………… 20

○介護保険法による指定地域密着型サービス

事業者の指定………………………………………………… 20

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の

事業者指定等に関する要綱による指定事業 

者の指定……………………………………………………… 20

○公印の印影印刷……………………………………………… 20

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する 

機関の指定…………………………………………………… 21



―２―　第１１００号 令和４年１月３１日広 島 市 報

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の届出事項の変更の届出………………………………… 21

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定介護機関の事業の廃止の届出……………… 21

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による介護扶助のための介護を担当する 

機関の指定…………………………………………………… 22

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の届出事項の変更の届出　５件………………………… 22

○開発行為に関する工事の完了……………………………… 25

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する 

機関の指定…………………………………………………… 25

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定医療機関の廃止の届出……………………… 25

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定医療機関の指定辞退の届出………………… 25

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の廃止の届出……………………………………………… 25

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する

機関の指定の更新　２件…………………………………… 25

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の指定………………… 26

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の届出事項の変更の届出………………………………… 26

○市道の路線の廃止…………………………………………… 26

○市道の路線の認定…………………………………………… 26

○道路の区域決定……………………………………………… 27

○道路の供用開始……………………………………………… 27

○広島市自転車等駐車場の指定管理者の指定……………… 28

○広島市火葬場等及び広島市納骨堂の指定管 

理者の指定…………………………………………………… 29

○都市計画法による広島圏都市計画（広島平

和記念都市建設計画）地区計画の決定…………………… 29

○開発行為に関する工事の完了……………………………… 29

○都市公園法による中央公園の一部区域の決 

定……………………………………………………………… 29

○建築基準法による広島圏都市計画区域内の

用途地域の指定のない区域のうち市街化調

整区域内の建築物の容積率，建蔽率及び建

築物の各部分の高さの限度の変更………………………… 30

○広島市安佐動物公園の指定管理者の指定………………… 31

○広島市植物公園の指定管理者の指定……………………… 31

○中央公園の指定管理者の指定……………………………… 31

○広島広域公園の指定管理者の指定………………………… 31

○新牛田公園及び牛田総合公園の指定管理者 

の指定………………………………………………………… 31

○寄附金の指定………………………………………………… 31

○公共下水道の供用開始……………………………………… 31

○公共下水道の終末処理場による下水の処理 

開始…………………………………………………………… 32

○農業集落排水処理施設の供用開始………………………… 32

○広島市こども療育センターの指定管理者の 

指定…………………………………………………………… 32

○大町第二保育園の指定管理者の指定……………………… 32

○広島市水産振興センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 33

○広島市森林公園（昆虫館を除く。）の指定 

管理者の指定………………………………………………… 33

○広島市森林公園（昆虫館に限る。）の指定 

管理者の指定………………………………………………… 33

○広島市農業振興センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 33

○広島市湯来農村環境改善センターの指定管 

理者の指定…………………………………………………… 33

○広島市工業技術センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 33

○広島市西新天地公共広場の指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 34

○自転車等の所有権の取得…………………………………… 34

○広島市留学生会館の指定管理者の指定…………………… 34

○広島市現代美術館の指定管理者の指定…………………… 34

○広島城の指定管理者の指定………………………………… 34

○開発行為に関する工事の完了……………………………… 34

○広島市バスターミナルの指定管理者の指定……………… 34

○特定環境保全公共下水道及び農業集落排水

処理施設の指定管理者の指定……………………………… 35

○開発行為に関する工事の完了……………………………… 35

○広島市中区地域福祉センターの指定管理者 

の指定………………………………………………………… 36

○広島市東区地域福祉センターの指定管理者 

の指定………………………………………………………… 36

○広島市南区地域福祉センターの指定管理者 



第１１００号　―３―令和４年１月３１日 広 島 市 報

の指定………………………………………………………… 36

○広島市西区地域福祉センターの指定管理者 

の指定………………………………………………………… 36

○広島市安佐南区地域福祉センターの指定管 

理者の指定…………………………………………………… 36

○広島市安佐北区地域福祉センターの指定管 

理者の指定…………………………………………………… 36

○広島市安芸区地域福祉センターの指定管理 

者の指定……………………………………………………… 37

○広島市佐伯区地域福祉センターの指定管理 

者の指定……………………………………………………… 37

○広島市吉島福祉センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 37

○広島市温品福祉センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 37

○広島市戸坂福祉センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 37

○広島市中山福祉センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 37

○広島市出島福祉センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 38

○広島市園福祉センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 38

○広島市伴福祉センターの指定管理者の指定……………… 38

○広島市可部福祉センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 38

○広島市筒瀬福祉センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 38

○広島市瀬野福祉センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 38

○広島市畑賀福祉センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 38

○広島市阿戸福祉センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 39

○広島市矢野福祉センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 39

○広島市石内福祉センターの指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 39

○広島市湯来福祉会館の指定管理者の指定………………… 39

○広島市筒瀬運動広場の指定管理者の指定………………… 39

○広島市馬木近隣運動広場の指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 39

○広島平和記念資料館の指定管理者の指定………………… 40

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による介護扶助のための介護を担当する 

機関の指定…………………………………………………… 40

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定介護機関の事業所等の変更の 

届出…………………………………………………………… 40

○介護保険法による指定地域密着型サービス

事業の廃止の届出…………………………………………… 40

○介護保険法による指定居宅サービス事業及

び指定介護予防サービス事業の廃止の届出……………… 40

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の

事業者指定等に関する要綱による指定事業

者の廃止の届出……………………………………………… 40

○開発行為に関する工事の完了……………………………… 40

○公印の印影印刷……………………………………………… 41

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の指定………………… 41

○広島市中央老人福祉センターの指定管理者 

の指定………………………………………………………… 41

○広島市東雲老人福祉センターの指定管理者 

の指定………………………………………………………… 41

○広島市南観音老人福祉センターの指定管理 

者の指定……………………………………………………… 41

○広島市吉島老人いこいの家の指定管理者の 

指定…………………………………………………………… 41

○広島市宇品老人いこいの家の指定管理者の 

指定…………………………………………………………… 42

○広島市草津老人いこいの家の指定管理者の 

指定…………………………………………………………… 42

○広島市佐東老人いこいの家の指定管理者の 

指定…………………………………………………………… 42

○広島市沼田老人いこいの家の指定管理者の 

指定…………………………………………………………… 42

○広島市矢野老人いこいの家清風荘の指定管 

理者の指定…………………………………………………… 42

○広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘の指定

管理者の指定………………………………………………… 42

○広島市老人いこいの家新宮山荘の指定管理 

者の指定……………………………………………………… 43

○広島市老人いこいの家窓山荘の指定管理者 

の指定………………………………………………………… 43

○広島市老人いこいの家さつき荘の指定管理 

者の指定……………………………………………………… 43

○広島市老人いこいの家八幡荘の指定管理者 

の指定………………………………………………………… 43

○広島市老人いこいの家倉重荘の指定管理者 

の指定………………………………………………………… 43

○広島市老人いこいの家坪井荘の指定管理者 

の指定………………………………………………………… 43



―４―　第１１００号 令和４年１月３１日広 島 市 報

○広島市老人いこいの家中央荘の指定管理者 

の指定………………………………………………………… 44

○広島市老人いこいの家五日市荘の指定管理 

者の指定……………………………………………………… 44

○広島市老人いこいの家楽々荘の指定管理者 

の指定………………………………………………………… 44

○広島市老人いこいの家美隅荘の指定管理者 

の指定………………………………………………………… 44

○放置自転車等の撤去（中区）　４件……………………… 44

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中 

区） …………………………………………………………… 45

○放置自転車等の撤去（中区） ……………………………… 45

○吉島西第二公園の指定管理者の指定（中 

区） …………………………………………………………… 45

○河原町公園の指定管理者の指定（中区） ………………… 45

○放置自転車等の撤去（中区） ……………………………… 45

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中 

区） …………………………………………………………… 45

○放置自転車等の撤去（中区）　４件……………………… 46

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中 

区） …………………………………………………………… 46

○放置自転車等の撤去（中区）　７件……………………… 46

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中 

区） …………………………………………………………… 47

○放置自転車等の撤去（中区）　４件……………………… 47

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中 

区） …………………………………………………………… 47

○放置自転車等の撤去（中区）　２件……………………… 47

○放置自転車の撤去（東区） ………………………………… 48

○建築基準法による道路の位置の指定（東 

区） …………………………………………………………… 48

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変 

更（東区） …………………………………………………… 48

○路線名等を定める法定外公共物の指定（東 

区） …………………………………………………………… 48

○放置自転車の撤去（東区）　３件………………………… 48

○区出納員の事務の一部委任（東区）　４件……………… 48

○桜台公園の指定管理者の指定（東区） …………………… 49

○観音原第一公園の指定管理者の指定（東 

区） …………………………………………………………… 50

○馬木ハイツ公園の指定管理者の指定（東 

区） …………………………………………………………… 50

○つつじが丘公園の指定管理者の指定（東 

区） …………………………………………………………… 50

○上温品第二公園の指定管理者の指定（東 

区） …………………………………………………………… 50

○中山西第一公園の指定管理者の指定（東 

区） …………………………………………………………… 50

○中山南第二公園の指定管理者の指定（東 

区） …………………………………………………………… 50

○二葉の里公園の指定管理者の指定（東区） ……………… 50

○二葉の里第二公園の指定管理者の指定（東 

区） …………………………………………………………… 51

○二葉の里第三公園の指定管理者の指定（東 

区） …………………………………………………………… 51

○二葉の里第一号緑地の指定管理者の指定 

（東区） ……………………………………………………… 51

○二葉の里第二号緑地の指定管理者の指定 

（東区） ……………………………………………………… 51

○二葉の里第三号緑地の指定管理者の指定 

（東区） ……………………………………………………… 51

○二葉の里第四号緑地の指定管理者の指定 

（東区） ……………………………………………………… 51

○二葉の里第五号緑地の指定管理者の指定 

（東区） ……………………………………………………… 52

○二葉の里第六号緑地の指定管理者の指定 

（東区） ……………………………………………………… 52

○二葉の里第七号緑地の指定管理者の指定 

（東区） ……………………………………………………… 52

○二葉の里第八号緑地の指定管理者の指定 

（東区） ……………………………………………………… 52

○二葉の里第九号緑地の指定管理者の指定 

（東区） ……………………………………………………… 52

○二葉の里第十号緑地の指定管理者の指定 

（東区） ……………………………………………………… 52

○二葉の里第十一号緑地の指定管理者の指定 

（東区） ……………………………………………………… 53

○若草第一公園の指定管理者の指定（東区） ……………… 53

○東山第一公園の指定管理者の指定（東区） ……………… 53

○東山第二公園の指定管理者の指定（東区） ……………… 53

○矢賀第二公園の指定管理者の指定（東区） ……………… 53

○放置自転車の撤去（東区） ………………………………… 53

○放置自転車等の撤去（南区）　３件……………………… 54

○東青崎公園の指定管理者の指定（南区） ………………… 54

○東霞公園の指定管理者の指定（南区） …………………… 54

○皆実町第二公園の指定管理者の指定（南 

区） …………………………………………………………… 54

○仁保公園の指定管理者の指定（南区） …………………… 54

○仁保第一公園の指定管理者の指定（南区） ……………… 54

○仁保第二公園の指定管理者の指定（南区） ……………… 55

○放置自転車等の撤去（南区）　２件……………………… 55

○区出納員事務の一部委任（南区）　２件………………… 55

○放置自転車等の撤去（南区）　３件……………………… 55

○放置自転車等の撤去（西区）　２件……………………… 56

○道路の供用開始（西区） …………………………………… 56

○放置自転車等の撤去（西区）　５件……………………… 56

○新庄公園の指定管理者の指定（西区） …………………… 57

○新庄西公園の指定管理者の指定（西区） ………………… 57
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○兵庫谷公園の指定管理者の指定（西区） ………………… 57

○もみじが丘第三公園の指定管理者の指定 

（西区） ……………………………………………………… 57

○己斐上第五公園の指定管理者の指定（西 

区） …………………………………………………………… 57

○己斐上第六公園の指定管理者の指定（西 

区） …………………………………………………………… 57

○茶臼台公園の指定管理者の指定（西区） ………………… 58

○田方第一公園の指定管理者の指定（西区） ……………… 58

○高須第一公園の指定管理者の指定（西区） ……………… 58

○庚午第一公園の指定管理者の指定（西区） ……………… 58

○鈴が峰Ｃ緑地の指定管理者の指定（西区） ……………… 58

○井口台西第二公園の指定管理者の指定（西 

区） …………………………………………………………… 58

○西部埋立第四公園の指定管理者の指定（西 

区） …………………………………………………………… 59

○西部埋立第九公園の指定管理者の指定（西 

区） …………………………………………………………… 59

○放置自転車等の撤去（西区）　３件……………………… 59

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変

更（安佐南区） ……………………………………………… 59

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安 

佐南区） ……………………………………………………… 59

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐

南区）　２件………………………………………………… 59

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変

更（安佐南区） ……………………………………………… 60

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃

止（安佐南区） ……………………………………………… 60

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐 

南区） ………………………………………………………… 60

○東野公園の指定管理者の指定（安佐南区） ……………… 60

○古市第二公園の指定管理者の指定（安佐南 

区） …………………………………………………………… 60

○古市第三公園の指定管理者の指定（安佐南 

区） …………………………………………………………… 60

○安川緑道（安佐南区古市三丁目のうち古市

橋駅前自転車等駐車場南側部分）の指定管

理者の指定（安佐南区） …………………………………… 61

○大町東第一公園の指定管理者の指定（安佐 

南区） ………………………………………………………… 61

○高取第四公園の指定管理者の指定（安佐南 

区） …………………………………………………………… 61

○高取南緑地の指定管理者の指定（安佐南 

区） …………………………………………………………… 61

○瀬戸内第一公園の指定管理者の指定（安佐 

南区） ………………………………………………………… 61

○瀬戸内第二公園の指定管理者の指定（安佐 

南区） ………………………………………………………… 61

○瀬戸内第三公園の指定管理者の指定（安佐 

南区） ………………………………………………………… 62

○伴東丘の上公園の指定管理者の指定（安佐 

南区） ………………………………………………………… 62

○沼田第二公園の指定管理者の指定（安佐南 

区） …………………………………………………………… 62

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安 

佐南区） ……………………………………………………… 62

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃

止（安佐南区） ……………………………………………… 62

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安 

佐北区） ……………………………………………………… 62

○路線名等を定める河川の指定（安佐北区） ……………… 62

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐 

北区） ………………………………………………………… 63

○道路の区域変更（安佐北区） ……………………………… 63

○道路の供用開始（安佐北区） ……………………………… 63

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐 

北区） ………………………………………………………… 63

○路線名等を定める法定外公共物の廃止（安 

佐北区） ……………………………………………………… 63

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変

更（安佐北区） ……………………………………………… 64

○路線名等を定める法定外公共物の廃止（安 

佐北区） ……………………………………………………… 64

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変

更（安佐北区） ……………………………………………… 64

○路線名等を定める法定外公共物の指定（安 

佐北区） ……………………………………………………… 64

○高陽ニュータウン第三公園の指定管理者の

指定（安佐北区） …………………………………………… 64

○中小田公園の指定管理者の指定（安佐北 

区） …………………………………………………………… 64

○矢口が丘公園の指定管理者の指定（安佐北 

区） …………………………………………………………… 64

○寺山公園の指定管理者の指定（安佐北区） ……………… 65

○三入第一公園の指定管理者の指定（安佐北 

区） …………………………………………………………… 65

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安 

佐北区） ……………………………………………………… 65

○放置自転車等の撤去（安佐北区） ………………………… 65

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐

北区）　２件………………………………………………… 65

○建築基準法による道路の位置の指定（安芸 

区） …………………………………………………………… 65

○道路の区域変更（安芸区） ………………………………… 66

○道路の供用開始（安芸区） ………………………………… 66

○放置自転車等の撤去（安芸区） …………………………… 66

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安 
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芸区） ………………………………………………………… 66

○放置自転車等の撤去（安芸区）　２件…………………… 66

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安 

芸区） ………………………………………………………… 66

○放置自転車等の撤去（佐伯区） …………………………… 66

○長期間駐車されていた自転車等の移動（佐 

伯区） ………………………………………………………… 67

○放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件…………………… 67

○路線名等を定める法定外公共物の一部の廃 

止（佐伯区） ………………………………………………… 67

○放置自転車等の撤去（佐伯区） …………………………… 67

○長期間駐車されていた自転車等の移動（佐 

伯区） ………………………………………………………… 67

○放置自転車等の撤去（佐伯区） …………………………… 67

○石内流通第一公園の指定管理者の指定（佐 

伯区） ………………………………………………………… 67

○五月が丘第六公園の指定管理者の指定（佐 

伯区） ………………………………………………………… 68

○美鈴が丘西第一公園の指定管理者の指定 

（佐伯区） …………………………………………………… 68

○美鈴が丘西第三公園の指定管理者の指定 

（佐伯区） …………………………………………………… 68

○美鈴が丘西第四公園の指定管理者の指定 

（佐伯区） …………………………………………………… 68

○月見台第二公園の指定管理者の指定（佐伯 

区） …………………………………………………………… 68

○月見台第三公園の指定管理者の指定（佐伯 

区） …………………………………………………………… 68

○屋代第一公園の指定管理者の指定（佐伯 

区） …………………………………………………………… 68

○美鈴が丘南第五公園の指定管理者の指定 

（佐伯区） …………………………………………………… 69

○放置自転車等の撤去（佐伯区） …………………………… 69

○長期間駐車されていた自転車等の移動（佐 

伯区） ………………………………………………………… 69

○放置自転車等の撤去（佐伯区） …………………………… 69

　　　　選　管　告　示

○令和３年１２月１日現在における地方自治

法及び市町村の合併の特例に関する法律に

よる各種直接請求並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律による教育長又は

委員の解職請求をするに必要な選挙人の数……………… 69

　　　　教育委員会告示

○広島市教育委員会議（定例会）の開催…………………… 70

○広島市こども文化科学館の指定管理者の指 

定……………………………………………………………… 70

○広島市江波山気象館の指定管理者の指定………………… 70

○広島市交通科学館の指定管理者の指定…………………… 70

○広島市郷土資料館の指定管理者の指定…………………… 70

○広島市青少年センターの指定管理者の指定……………… 70

○広島市三滝少年自然の家及び広島市グリー

ンスポーツセンターの指定管理者の指定………………… 71

○広島市立中央図書館及び広島市こども図書

館の指定管理者の指定……………………………………… 71

○広島市公民館の指定管理者の指定………………………… 71
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条 例

広島市長　　松　井　一　實
広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實
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広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實
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広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實
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広島市長　　松　井　一　實
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広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實
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広島市条例第６６号　

令和３年１２月１７日　

　小河内財産区議会設置条例を廃止する条例をここに公布する。

広島県知事　　湯　﨑　英　彦　

　　　小河内財産区議会設置条例を廃止する条例

　小河内財産区議会設置条例（昭和４６年広島市条例第８５号）

は，廃止する。

　　　附　則

　この条例は，公布の日から施行する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實
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広島市条例第６９号　

令和３年１２月１７日　

　高南財産区議会設置条例を廃止する条例をここに公布する。

広島県知事　　湯　﨑　英　彦　

　　　高南財産区議会設置条例を廃止する条例

　高南財産区議会設置条例（昭和４９年広島市条例第２号）は，

廃止する。

　　　附　則

　この条例は，公布の日から施行する。

規 則

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實
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広島市長　　松　井　一　實
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広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實
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広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實
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広島市長　　松　井　一　實 広島市長　　松　井　一　實
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広島市告示第５７４号　

令和３年１２月１日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）生産緑地地区を変更したので，同

法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定に

より，次のとおり告示します。

　なお，都市計画法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により，関係図書を広島市都市整備局都市計画 

課，東区役所建設部建築課，西区役所建設部建築課，安佐南区役

所農林建設部建築課，安佐北区役所農林建設部建築課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）生産緑地地区

２　都市計画を変更する土地の区域

　　広島市東区牛田旭一丁目の一部ほか４６地区

３　縦覧場所

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　　広島市都市整備局都市計画課

　　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　東区役所建設部建築課

　　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　西区役所建設部建築課

　　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　安佐南区役所農林建設部建築課

　　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　安佐北区役所農林建設部建築課



広島市告示第５７５号　

令和３年１２月１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので，同条

第３項の規定により，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　エブリイ舟入南店

　　所在地　広島市中区舟入南一丁目６７４番９ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　三菱ＨＣキャピタルプロパティ株式会社

　　代表取締役　船橋　啓二

　　東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

　　株式会社エブリイ

　　　代表取締役　岡﨑　浩樹

広島市長　　松　井　一　實

告 示
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　　　広島県福山市南蔵王町一丁目６番１１号

　　タカシン・コラボ株式会社

　　　代表取締役　原　隆之

　　　広島県三原市新倉二丁目１２番１号

４　大規模小売店舗の新設をする日

　　令和４年７月３０日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　１，１１９平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　駐車場の収容台数

　　　１０３台

　　駐輪場の収容台数

　　　６０台

　　荷さばき施設の面積

　　　４８平方メートル

　　廃棄物等の保管施設の容量

　　　２２立方メートル

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

　　ア　開店時刻：午前９時

　　イ　閉店時刻：午後９時

　　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　午前８時３０分から午後９時３０分まで

　　駐車場の自動車の出入口の数

　　　２か所

　　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　ア　午前４時から午後１０時まで

　　イ　午前０時から午後１２時まで（２４時間）

８　届出年月日

　　令和３年１１月２９日

９　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　広島市中区役所市民部区政調整課

１０　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１２月１日から令和４年４月１日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

１１　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

１２　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年４月１日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第５７６号　

令和３年１２月１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　広島段原ショッピングセンター

　　所在地　広島市南区段原南一丁目３番８ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　鹿島建設株式会社

　　代表取締役　天野　裕正

　　東京都港区元赤坂一丁目３番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名　略

４　変更年月日

　　令和３年６月２５日

５　届出年月日

　　令和３年１１月２９日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１２月１日から令和４年４月１日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年４月１日
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　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第５７７号　

令和３年１２月１日　

　景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱（平成

２７年広島市告示第３２８号）を改正したので告示し，令和４年

１月４日から施行します。

　ただし，第３条第１項第３号の改正規定は，令和４年１月１８

日以降に設置するものについて適用します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５７８号　

令和３年１２月１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年１２月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５７９号　

令和３年１２月１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年１２月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５８０号　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社アク
ティ

介 護 ス テ ー
ション遊

広島市安芸区
矢野町寺屋敷
７５２番地６
９６

訪問介護

Ｃｏｍｍｏｎ
株式会社

コモンリハビ
リ訪問看護ス
テーション井
口

広島市西区井
口三丁目１番
１４－１０２
号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

医療法人社団
みずほ会

みずほ居宅介
護支援事業所

広島市中区袋
町５番１３号
ＪＤＳ袋町ビ
ル２Ｆ

居宅介護支援

令和３年１２月１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので，同法第７８条の１１第１号の規定により告示しま 

す。

　指定年月日　令和３年１２月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５８１号　

令和３年１２月１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年１２月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５８２号　

令和３年１２月２日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，印影の

印刷により公印の押なつに代えることを承認したので，告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

Ｅｍａｐｓ株
式会社

ほねつぎデイ
サービス観音

広島市西区観
音町１６番９
号

地域密着型通所
介護

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社アク
ティ

介 護 ス テ ー
ション遊

広島市安芸区
矢野町寺屋敷
７５２番地６
９６

訪問介護サービ
ス，生活援助特
化型訪問サービ
ス

有限会社大瀬
戸ビル

デイサービス
センター筆の
都

広島県安芸郡
熊野町川角一
丁目４番１２
号

１日型デイサー
ビス

文書名
印影を印刷する

公印の名称

・学校給食費等納付額決定通知書
・学校給食費等納付額変更通知書
・学校給食費納付通知書
・学校給食費還付（充当）通知書
・学校給食費に係る督促状
・日本スポーツ振興センター共済掛金に係る

督促状
・学校給食費に係る催告書
・日本スポーツ振興センター共済掛金に係る

教育委員会
専用市長印
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広島市告示第５８３号　

令和３年１２月６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５８４号　

令和３年１２月６日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

大橋内科医院
広島市中区白島
中町１１－１０

令和３年１１
月１日

令和９年１０
月３１日

広島駅前泌尿
器科クリニッ
ク

広島市南区猿猴
橋町６－３４－
１カープロード
クリニックビル
２階

令和３年１０
月４日

令和９年１０
月３日

ホワイト歯科
往診クリニッ
ク

広島市南区東雲
本町一丁目１４
－４

令和３年１１
月１日

令和９年１０
月３１日

康仁薬局　段
原店

広島市南区段原
南一丁目３－５
３

令和３年１１
月１日

令和９年１０
月３１日

パール薬局　
横川店

広島市西区横川
町三丁目９－１
２－１０１

令和３年１１
月１日

令和９年１０
月３１日

ミック・ライ
ズ薬局

広島市西区井口
明神一丁目１－
５６

令和３年１２
月１日

令和９年１１
月３０日

ウエルシア薬
局　アルパー
ク広島店

広島市西区草津
新町二丁目２６
－１　Ｂ１階

令和３年１２
月３日

令和９年１２
月２日

竹腰歯科医院
広島市安佐南区
相田一丁目１２
－６

令和３年１１
月１日

令和９年１０
月３１日

パール薬局　
中筋店

広島市安佐南区
中筋四丁目１３
－１５　１Ｆ

令和３年１１
月１日

令和９年１０
月３１日

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ＤＣＭダイキ観音新町店

　　所在地　広島市西区観音新町四丁目２８７６番１９ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　ＤＣＭ株式会社

　　代表取締役　石黒　靖規

　　東京都品川区南大井六丁目２２番７号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和３年１２月３日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１２月６日から令和４年４月６日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年４月６日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第５８５号　

令和３年１２月７日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

　催告書
・口座振替（決定・変更・停止）通知書
・日本スポーツ振興センター共済掛金の納付

について
・日本スポーツ振興センター共済掛金還付 

（充当）通知書
・日本スポーツ振興センター共済掛金納付額

決定通知書
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において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定介護機関　略



広島市告示第５８６号　

令和３年１２月７日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの 

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５８７号　

令和３年１２月７日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　サンリブ五日市

　　所在地　広島市佐伯区八幡一丁目２４番１７号

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社サンリブ

　　代表取締役　菊池　毅

　　北九州市若松区本町二丁目１７番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名　略

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり

　　（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

名称 所在地 指定年月日

居宅介護支援事業所
ハピネス

広島市安佐南区山本新町
一丁目１１番１号

平成２５年８
月１日

デイサービスハピネ
ス

広島市安佐南区山本新町
一丁目１１番１号

平成２９年４
月１日

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　令和３年３月６日

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

　　令和３年１２月６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１２月７日から令和４年４月７日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年４月７日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第５８８号　

令和３年１２月７日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　サンリブ可部

　　所在地　広島市安佐北区可部五丁目１１番１７号

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社サンリブ

　　代表取締役　菊池　毅

　　北九州市若松区本町二丁目１７番１号
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３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名　略

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり

　　（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　令和３年３月６日

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

　　令和３年１２月６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１２月７日から令和４年４月７日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年４月７日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第５８９号　

令和３年１２月７日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　マルショク船越店

　　所在地　広島市安芸区船越南二丁目１８７７番１号ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　有限会社岡本興産

　　代表取締役　岡本　幹雄

　　広島市安芸区船越六丁目３番３１号

　　ほか１社，１名

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和３年１２月６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　広島市安芸区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１２月７日から令和４年４月７日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年４月７日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第５９０号　

令和３年１２月７日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった
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ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　山本ショッピングセンタービル

　　所在地　広島市安佐南区山本一丁目１１番２号

２　大規模小売店舗を設置する者

　　　株式会社サンリブ

　　　代表取締役　菊池　毅

　　　北九州市若松区本町二丁目１７番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名　略

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　令和３年３月６日

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和３年１２月６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１２月７日から令和４年４月７日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年４月７日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第５９１号　

令和３年１２月７日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フジグラン緑井

　　所在地　広島市安佐南区緑井一丁目１番

２　大規模小売店舗を設置する者

　　緑井まちづくり株式会社

　　代表取締役　吉本　泰徳

　　広島市安佐南区緑井一丁目５番１－３０８号

　　ほか４法人，１８名

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名　略

４　変更年月日

　　上記３のとおり

５　届出年月日

　　令和３年１２月６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１２月７日から令和４年４月７日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年４月７日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６
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　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第５９２号　

令和３年１２月８日　

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市東区温品四丁目の９９８番１，９９８番３，９９９番

の一部，１０００番，１００１番の一部，１００２番１の一部，

１０００番地先の水路並びに９９９番及び１００１番地先の河

川

２　開発面積

　　２，３８３．２４㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市東区温品七丁目２０番１７号

　　德本　久美子

４　検査済証交付年月日

　　令和３年１２月８日



広島市告示第５９３号　

令和３年１２月９日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５９４号　

令和３年１２月９日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

な か た に 外
科・在宅クリ
ニック

広島市南区西霞
町１３－２７

令和３年１１
月１日

令和９年１０
月３１日

安佐南在宅・
痛 み の ク リ
ニック

広島市安佐南区
川内二丁目２０
－２１

令和３年１２
月１日

令和９年１１
月３０日

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第５９５号　

令和３年１２月９日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので，生活保護法第５５条の３第

３号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第５９６号　

令和３年１２月１０日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５

項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので，同条

第６項の規定により，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店

　　所在地　広島市南区松原町２番２２号

２　大規模小売店舗を設置する者

　　アイスタイル株式会社

　　　代表取締役　石原　健

　　　広島市中区中町７番３５号

　　株式会社アイディオー

　　　代表取締役　井戸　道彦

　　　広島市中区基町１３番１３号

３　大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

　　４，８８０平方メートル

４　大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

　　０平方メートル

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メート

ル以下となる日

　　令和３年９月３０日

６　届出年月日

　　令和３年１２月９日



広島市告示第５９７号　

令和３年１２月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当
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する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第５９８号　

令和３年１２月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第５９９号　

令和３年１２月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第６００号　

令和３年１２月１３日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　広島段原ショッピングセンター

　　所在地　広島市南区段原南一丁目３番８ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　鹿島建設株式会社

　　代表取締役社長　天野　裕正

　　東京都港区元赤坂一丁目３番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり

　　（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

　　別紙２のとおり

５　届出年月日

　　令和３年１２月１０日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１２月１３日から令和４年４月１３日まで。ただ

し，広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年４月１３日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第６０１号　

令和３年１２月１５日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき，次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は，令和３年１２月１５日から令和４年１月４日

まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第６０２号　

令和３年１２月１５日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき，

市道の路線を次のように認定します。

整理
番号

路線名
起点

終点

17525
安佐北２区
１０９１号
線

安佐北区深川一丁目９２７番地１７地
先

安佐北区深川一丁目９１６番地９地先
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　その関係図面は，令和３年１２月１５日から令和４年１月４日

まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



整理
番号

路線名
起点

終点

17526
中３区３３
５号線

中区江波二本松一丁目１１５５番地３
２４地先

中区江波二本松一丁目１１５５番地３
１４地先

17527
東４区３１
５号線

東区牛田早稲田三丁目９１番地４７８
地先

東区牛田早稲田三丁目９１番地４８０
地先

17528
東４区３１
６号線

東区牛田早稲田三丁目９１番地５１６
地先

東区牛田早稲田三丁目９１番地５０９
地先

17529
東４区３１
７号線

東区牛田早稲田三丁目９１番地５３２
地先

東区牛田早稲田三丁目９１番地５２５
地先

17530
西５区４０
５号線

西区井口二丁目９８２番地１地先

西区井口二丁目９７５番地１２地先

17531
安佐北２区
１０９１号
線

安佐北区深川一丁目９２７番地１７地
先

安佐北区深川一丁目９１６番地４６地
先

17532
安佐北２区
１１２８号
線

安佐北区深川一丁目９１６番地２２地
先

安佐北区深川一丁目９１６番地３０地
先

17533
安佐北３区
９９６号線

安佐北区大林二丁目１９０３番地２地
先

安佐北区大林二丁目１９０２番地１地
先

17534
安佐北３区
９９７号線

安佐北区三入二丁目１１５５番地５地
先

安佐北区三入二丁目１１５５番地７地
先

17535
安佐北３区
９９８号線

安佐北区可部南三丁目７３３番地９地
先

安佐北区可部南三丁目７３３番地１２
地先

17536
安芸１区６
８６号線

安芸区瀬野三丁目１０７６番地８地先

安芸区瀬野三丁目１０７８番地１地先

17537
佐伯２区４
６６号線

佐伯区八幡東一丁目３０２番地３地先

佐伯区八幡東一丁目３０２番地２４地
先

17538
佐伯４区５
８２号線

佐伯区皆賀一丁目５２番地９地先

佐伯区皆賀一丁目５２番地５地先

17539
佐伯４区５
８３号線

佐伯区海老園一丁目２７１０番地１４
地先

佐伯区海老園一丁目２７０３番地２５
地先

広島市告示第６０３号　

令和３年１２月１５日　

　道路の区域を次のように決定したので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき，告示します。

　その関係図面は，令和３年１２月１５日から令和４年１月４日

まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第６０４号　

令和３年１２月１５日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１２月１５日から令和４年１月４日

道路の
種類

路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
中３区３３
５号線

4.02
～　
8.02

メートル メートル
38.87

市　道
東４区３１
５号線

6.00
～　

14.76

メートル メートル
386.32

市　道
東４区３１
６号線

6.00
～　

16.07

メートル メートル
77.43

市　道
東４区３１
７号線

6.00
～　

16.00

メートル メートル
85.84

市　道
西５区４０
５号線

4.00
～　
7.80

メートル メートル
100.88

市　道
安佐北２区
１０９１号
線

6.00
～　

12.00

メートル メートル
208.53

市　道
安佐北２区
１１２８号
線

6.00
～　

14.10

メートル メートル
77.77

市　道
安佐北３区
９９６号線

5.00
～　

10.82

メートル メートル
32.40

市　道
安佐北３区
９９７号線

6.20
～　

10.43

メートル メートル
31.60

市　道
安佐北３区
９９８号線

5.10
～　
9.50

メートル メートル
57.36

市　道
安芸１区６
８６号線

6.00
～　

14.00

メートル メートル
130.80

市　道
佐伯２区４
６６号線

6.00
～　

14.50

メートル メートル
97.00

市　道
佐伯４区５
８２号線

4.00
～　

14.00

メートル メートル
33.85

市　道
佐伯４区５
８３号線

4.00
～　
7.00

メートル メートル
42.54
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まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
中３区
３３５
号線

中区江波二本松一丁目１１
５５番地３２４地先 令和３年１２月

１５日中区江波二本松一丁目１１
５５番地３１４地先

市　道
東４区
３１５
号線

東区牛田早稲田三丁目９１
番地４７８地先 令和３年１２月

１５日東区牛田早稲田三丁目９１
番地４８０地先

市　道
東４区
３１６
号線

東区牛田早稲田三丁目９１
番地５１６地先 令和３年１２月

１５日東区牛田早稲田三丁目９１
番地５０９地先

市　道
東４区
３１７
号線

東区牛田早稲田三丁目９１
番地５３２地先 令和３年１２月

１５日東区牛田早稲田三丁目９１
番地５２５地先

市　道
西５区
４０５
号線

西区井口二丁目９８２番地
１地先 令和３年１２月

１５日西区井口二丁目９７５番地
１２地先

市　道

安佐北
２区１
０９１
号線

安佐北区深川一丁目９２７
番地１７地先 令和３年１２月

１５日安佐北区深川一丁目９１６
番地４６地先

市　道

安佐北
２区１
１２８
号線

安佐北区深川一丁目９１６
番地２２地先 令和３年１２月

１５日安佐北区深川一丁目９１６
番地３０地先

市　道

安佐北
３区９
９６号
線

安佐北区大林二丁目１９０
３番地２地先 令和３年１２月

１５日安佐北区大林二丁目１９０
２番地１地先

市　道

安佐北
３区９
９７号
線

安佐北区三入二丁目１１５
５番地５地先 令和３年１２月

１５日安佐北区三入二丁目１１５
５番地７地先

市　道

安佐北
３区９
９８号
線

安佐北区可部南三丁目７３
３番地９地先 令和３年１２月

１５日安佐北区可部南三丁目７３
３番地１２地先

市　道
安芸１
区６８
６号線

安芸区瀬野三丁目１０７６
番地８地先 令和３年１２月

１５日安芸区瀬野三丁目１０７８
番地１地先

市　道
佐伯２
区４６
６号線

佐伯区八幡東一丁目３０２
番地３地先 令和３年１２月

１５日佐伯区八幡東一丁目３０２
番地２４地先

市　道
佐伯４
区５８
２号線

佐伯区皆賀一丁目５２番地
９地先 令和３年１２月

１５日佐伯区皆賀一丁目５２番地
５地先

佐伯４ 佐伯区海老園一丁目２７１



広島市告示第６０５号　

令和３年１２月１６日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市自転車等駐車場の指定管理者を次のとお

り指定したので，広島市自転車等駐車場条例（昭和６０年広島市

条例第３６号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　別紙に掲げる自転車等駐車場

２　指定の相手方

　　広島市西区己斐本町二丁目１９番３号

　　　広島県ビルメンテナンス協同組合

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

別紙

市　道
区５８
３号線

０番地１４地先 令和３年１２月
１５日佐伯区海老園一丁目２７０

３番地２５地先

名称 所在地

広島市相生自転車等駐車場 広島市中区幟町・胡町

広島市大手町三丁目自転車等駐
車場

広島市中区大手町三丁目

広島市小町第一自転車等駐車場 広島市中区小町

広島市小町第二自転車等駐車場 広島市中区小町

広島市小町第三自転車等駐車場 広島市中区小町

広島市富士見町第一自転車等駐
車場

広島市中区富士見町

広島市富士見町第二自転車等駐
車場

広島市中区富士見町

広島市富士見町第三自転車等駐
車場

広島市中区富士見町

広島市稲荷町自転車等駐車場 広島市南区稲荷町

広島市新白島駅自転車等駐車場
広島市中区白島北町・西白島
町

広島市広島バスセンター西自転
車等駐車場

広島市中区基町

広島市基町自転車等駐車場 広島市中区基町

広島市大手町自転車等駐車場 広島市中区大手町二丁目

広島市東新天地自転車等駐車場 広島市中区新天地

広島市西新天地自転車等駐車場 広島市中区新天地

広島市袋町小学校地下自転車等
駐車場

広島市中区袋町

広島市袋町自転車等駐車場 広島市中区袋町

広島市広島駅北口第一自転車等
駐車場

広島市東区若草町

広島市広島駅北口第二自転車等
駐車場

広島市南区松原町

広島市広島駅北口第三自転車等
駐車場

広島市東区上大須賀町

広島市広島駅南口第一自転車等
駐車場

広島市南区松原町
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広島市告示第６０６号　

令和３年１２月１６日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市火葬場等及び広島市納骨堂の指定管理者

を次のとおり指定したので，広島市火葬場等条例（昭和３７年広

島市条例第２１号）第１７条第３項及び広島市墓地及び納骨堂条

例（昭和３９年広島市条例第１６号）第１８条第３項の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市永安館，広島市可部火葬場，広島市五日市火葬場，広

島市西風館及び広島市高天原納骨堂

２　指定の相手方

　　広島市中区袋町４番３１号

　　　まごころサービスグループ（合人社計画研究所・日本斎苑）

　　（構成員）

　　　　株式会社合人社計画研究所

　　　　株式会社日本斎苑

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６０７号　

令和３年１２月１７日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規

定により，広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計

画を決定したので，同法第２０条第１項の規定により，次のとお

り告示します。

　なお，都市計画法第２０条第２項の規定により，関係図書を広

島市都市整備局都市計画課，安佐南区役所農林建設部建築課にお

いて縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

　　名称，位置及び区域

２　縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市都市整備局都市計画課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　安佐南区役所農林建設部建築課



広島市告示第６０８号　

令和３年１２月１７日　

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐北区大林四丁目の３７０２番１，３７０９番１，

３７１０番，３７１１番，３７０２番３の一部及び３７０１番

１の一部

２　開発面積

　　２，６３９．３４㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島県府中市目崎町７５５番地

　　共和精機株式会社

　　代表取締役　有田　憲生

４　検査済証交付年月日

　　令和３年１２月１７日



広島市告示第６０９号　

令和３年１２月１７日　

　都市公園法第１８条の規定に基づき，中央公園の一部区域を次

のとおり定めるので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第

１８号）第６条の３の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　定める区域

　　中央公園のうち広島城及びその周辺の区域（別紙のとおり）

２　定める区域の名称

　　広島城区域

３　開始の期日

　　令和３年１２月１７日

別紙　略

名称 位置及び区域

西風新都大塚西三丁目１１番
ほか地区
地区計画（決定）

広島市安佐南区大塚西三丁
目の一部

広島市広島駅南口第二自転車等
駐車場

広島市南区京橋町

広島市広島駅南口第三自転車等
駐車場

広島市南区松原町

広島市広島駅南口第五自転車等
駐車場

広島市南区松原町

広島市横川駅北口自転車等駐車
場

広島市西区横川町三丁目

広島市横川駅南口自転車等駐車
場

広島市西区横川町三丁目

広島市西広島駅北自転車等駐車
場

広島市西区己斐本町一丁目

広島市西広島駅南自転車等駐車
場

広島市西区己斐本町一丁目

広島市矢野駅自転車等駐車場 広島市安芸区矢野西四丁目

広島市五日市駅北口自転車等駐
車場

広島市佐伯区五日市駅前一丁
目

広島市五日市駅南口自転車等駐
車場

広島市佐伯区旭園
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広島市告示第６１０号　

令和３年１２月１７日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５２条第１項第８

号，第５３条第１項第６号，第５６条第１項第２号ニ及び別表第

３の５の項（に）の欄の規定に基づき，広島圏都市計画区域内の

用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物につ

いて，容積率，建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を変更し

たので告示します。

　なお，この関係図書は広島市都市整備局指導部建築指導課にお

いて縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

第５２条第１項第８号の規定に基づき定
める区域

第５２条第１項第８
号の規定に基づき定
める数値

１　市街化調整区域のうち２の項から５
の項までに掲げる区域を除く区域

１０分の１０

２　平成１６年広島市告示第２１２号
（以下「旧告示」という。）の施行の 
際，次の各号のいずれかに該当する区
域

　　旧告示の施行の際，現に存する建
築物又は現に建築，修繕若しくは模
様替の工事中の建築物の敷地の区域
で容積率が１０分の１０を超えてい
る区域

　　都市計画法（昭和４３年法律第１
００号）第４１条第１項の規定に基
づき容積率が１０分の１０を超え１
０分の２０以下と定められている区
域

１０分の２０

３　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき容積率が１
０分の２０を超え１０分の３０以下と
定められている区域

１０分の３０

４　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき容積率が１
０分の３０を超えて定められている区
域

１０分の４０

５　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ並びに別図３のＢ並びに別図４のＣ
並びに別図５のＤ及びＥ並びに別図６
のＦ並びに別図７のＧ並びに別図８の
Ｈの部分に限る。）内において，同法
第１２条の５第７項の規定に基づき容
積率を１０分の２０と定める区域

１０分の２０

第５３条第１項第６号の規定に基づき定
める区域

第５３条第１項第６
号の規定に基づき定
める数値

１　市街化調整区域のうち２の項から５
の項に掲げる区域を除く区域

１０分の５

２　旧告示の施行の際，次の各号のいず
れかに該当する区域

　　旧告示施行の際，現に存する建築
物又は現に建築，修繕若しくは模様
替の工事中の建築物の敷地の区域で
建蔽率が１０分の５を超えている区
域

１０分の６

　　都市計画法第４１条第１項の規定
に基づき建蔽率が１０分の５を超え
１０分の６以下と定められている区
域

３　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建蔽率が１
０分の６を超えて定められている区域

１０分の７

４　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図３の
Ｂ並びに別図４のＣ並びに別図５のＥ
並びに別図６のＦ並びに別図７のＧ並
びに別図８のＨの部分に限る。）内に
おいて，同法第１２条の５第７項の規
定に基づき建蔽率を１０分の６と定め
る区域

１０分の６

５　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ及び別図５のＤの部分に限る。）内
において，同法第１２条の５第７項の
規定に基づき建蔽率を１０分の７と定
める区域

１０分の７

第５６条第１項第２号ニの規定に基づき
定める区域

第５６条第１項第２
号ニの規定に基づき
定める数値

１　市街化調整区域のうち２の項及び３
の項に掲げる区域を除く区域

１．２５

２　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建築物の各
部分の高さの制限について「近隣商業
地域に準ずる」又は「商業地域に準ず
る」と定められている区域

２．５

３　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ並びに別図３のＢ並びに別図５のＤ
並びに別図６のＦの部分に限る。）内
において，同法第１２条の５第７項の
規定に基づき，建築物の高さの最高限
度について「隣地境界線までの水平距
離のうち最小のものに相当する距離を
加えたものに２．５を乗じて得たもの」
と定める区域

２．５

法別表第３の５の項（に）の欄の規定に
基づき定める区域

法別表第３の５の項
（に）の欄の規定に
基づき定める数値

１　市街化調整区域のうち２の項及び３
の項に掲げる区域を除く区域

１．２５

２　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建築物の各
部分の高さの制限について「近隣商業
地域に準ずる」又は「商業地域に準ず
る」と定められている区域

１．５

３　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ並びに別図３のＢ並びに別図５のＤ
並びに別図６のＦの部分に限る。）内
において，同法第１２条の５第７項の
規定に基づき，建築物の高さの最高限
度について「前面道路の反対側の境界
線までの水平距離に１．５を乗じて得
たもの」と定める区域

１．５

別図１～別図８　略
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広島市告示第６１１号　

令和３年１２月１７日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市安佐動物公園の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市安佐動物公園条例（昭和４６年広島市条例

第１３号）第１４条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市安佐動物公園

２　指定の相手方

　　広島市中区基町４番４１号

　　　公益財団法人広島市みどり生きもの協会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６１２号　

令和３年１２月１７日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市植物公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市植物公園

２　指定の相手方

　　広島市中区基町４番４１号

　　　公益財団法人広島市みどり生きもの協会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６１３号　

令和３年１２月１７日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，中央公園の指定管理者を次のとおり指定したの

で，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条

の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　中央公園

２　指定の相手方

　　広島市中区基町４番４１号

　　　公益財団法人広島市みどり生きもの協会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６１４号　

令和３年１２月１７日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島広域公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島広域公園

２　指定の相手方

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　　公益財団法人広島市スポーツ協会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６１５号　

令和３年１２月１７日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，新牛田公園及び牛田総合公園の指定管理者を次

のとおり指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例

第１８号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　新牛田公園及び牛田総合公園

２　指定の相手方

　　広島市中区大手町五丁目３番１２号

　　　株式会社第一ビルサービス

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６１６号　

令和３年１２月２０日　

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第１項第３号の寄附金として，次の者に対する寄附金を指定し

たので，同条第５項の規定により告示する。

　令和３年１１月２５日以降に支出された当該寄附金について，

広島市市税条例第３４条の６第１項第３号の規定を適用する。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第６１７号　

令和３年１２月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

寄附金を受領する者 寄附金を受領する者の所在地

学校法人古沢学園 広島市中区中島町９番１１号



―３２―　第１１００号 令和４年１月３１日広 島 市 報

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和３年１２月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）



広島市告示第６１８号　

令和３年１２月２０日　

　公共下水道の終末処理場による下水の処理を，次のとおり開始

するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条第２項に

おいて準用する同条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和３年１２月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）



広島市告示第６１９号　

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び
雨水を排除

安佐南区 八木三丁目の一部

分流
汚水を排除

安佐南区
伴東七丁目及び伴中央二丁
目の各一部

安佐北区

落合南四丁目，口田南六丁
目，可部一丁目，可部南三
丁目，亀山一丁目及び安佐
町大字久地の各一部

佐伯区
五日市町大字石内及び石内
南一丁目の各一部

雨水を排除 佐伯区 五日市町大字上河内の一部

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

安佐南区
八木三丁目，伴東七丁目及
び伴中央二丁目の各一部

位置：広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：広島市西部水資
源再生センター

安佐北区

落合南四丁目，口田南六丁
目，可部一丁目，可部南三
丁目，亀山一丁目及び安佐
町大字久地の各一部

佐伯区
五日市町大字石内及び石内
南一丁目の各一部

令和３年１２月２０日　

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので，広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第２１条第２項

の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和３年１２月２０日

２　汚水を排除し，及び処理する区域並びに排水処理施設の名称



広島市告示第６２０号　

令和３年１２月２０日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市こども療育センターの指定管理者を次の

とおり指定したので，広島市こども療育センター条例（昭和４９

年広島市条例第２３号）第３７条第３項の規定により告示しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市こども療育センター

２　指定の相手方

　　広島市東区光町二丁目１５番５５号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉事業団

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６２１号　

令和３年１２月２０日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，大町第二保育園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市保育園条例（昭和２３年広島市条例第４４号）

第１２条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　大町第二保育園

２　指定の相手方

　　広島市中区大手町三丁目９番２５号

　　　社会福祉法人広島県同胞援護財団

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

汚水を排除し，
及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字吉山及び沼
田町大字阿戸の各一部

戸山農業集落排水処理施設

安佐北区白木町大字三田の一部 上三田農業集落排水処理施設
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広島市告示第６２２号　

令和３年１２月２０日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市水産振興センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市水産振興センター条例（昭和３６年広

島市条例第２３号）第５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市水産振興センター

２　指定の相手方

　　広島市安佐北区深川八丁目３０番１２号

　　　公益財団法人広島市農林水産振興センター

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６２３号　

令和３年１２月２１日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市森林公園（昆虫館を除く。）の指定管理

者を次のとおり指定したので，広島市森林公園条例（平成元年広

島市条例第４３号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市森林公園（昆虫館を除く。）

２　指定の相手方

　　広島市中区大手町五丁目３番１２号

　　　ひろしま遊学の森管理グループ

　　　　構成員

　　　　　株式会社第一ビルサービス

　　　　　みずえ緑地株式会社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６２４号　

令和３年１２月２１日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市森林公園（昆虫館に限る。）の指定管理

者を次のとおり指定したので，広島市森林公園条例（平成元年広

島市条例第４３号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市森林公園（昆虫館に限る。）

２　指定の相手方

　　広島市中区基町４番４１号

　　　公益財団法人広島市みどり生きもの協会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６２５号　

令和３年１２月２１日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市農業振興センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市農業振興センター条例（平成４年広島

市条例第１５号）第６条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市農業振興センター

２　指定の相手方

　　広島市安佐北区深川八丁目３０番１２号

　　　公益財団法人広島市農林水産振興センター

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６２６号　

令和３年１２月２１日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市湯来農村環境改善センターの指定管理者

を次のとおり指定したので，広島市湯来農村環境改善センター条

例（平成１７年広島市条例第５７号）第１６条第３項の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市湯来農村環境改善センター

２　指定の相手方

　　広島市佐伯区湯来町大字麦谷２５０１番地

　　　広島市湯来農村環境改善センター運営協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６２７号　

令和３年１２月２１日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市工業技術センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市工業技術センター条例（昭和６２年広

島市条例第６号）第１７条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市工業技術センター

２　指定の相手方

　　広島市西区草津新町一丁目２１番３５号

　　　公益財団法人広島市産業振興センター
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３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６２８号　

令和３年１２月２１日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市西新天地公共広場の指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市西新天地公共広場条例（平成６年広島

市条例第１４号）第１６条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市西新天地公共広場

２　指定の相手方

　　呉市中通一丁目３番１６号

　　　株式会社エムケイ興産

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６２９号　

令和３年１２月２１日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第６３０号　

令和３年１２月２１日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市留学生会館の指定管理者を次のとおり指

定したので，広島市留学生会館条例（平成１２年広島市条例第６

３号）第１９条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市留学生会館

２　指定の相手方

　　広島市南区松川町５番９号

　　　株式会社オオケン

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６３１号　

令和３年１２月２１日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市現代美術館の指定管理者を次のとおり指

定したので，広島市現代美術館条例（平成元年広島市条例第２５

号）第１０条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市現代美術館

２　指定の相手方

　　広島市中区加古町４番１７号

　　　公益財団法人広島市文化財団

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６３２号　

令和３年１２月２１日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島城の指定管理者を次のとおり指定したの 

で，広島城条例（昭和３３年広島市条例第７号）第８条第３項の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島城

２　指定の相手方

　　広島市中区加古町４番１７号

　　　公益財団法人広島市文化財団

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで



広島市告示第６３３号　

令和３年１２月２１日　

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市西区草津南四丁目の２００５番１及び２００７番１０

２　開発面積

　　１１，３０１．８４㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都港区六本木六丁目１０番１号

　　株式会社ビッグモーター

　　代表取締役　兼重　宏行

４　検査済証交付年月日

　　令和３年１２月２１日



広島市告示第６３４号　

令和３年１２月２２日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項
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の規定に基づき，広島市バスターミナルの指定管理者を次のとお

り指定したので，広島市バスターミナル条例（平成６年広島市条

例第４０号）第７条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市中筋バスターミナル，広島市大町バスターミナル及び

広島市上安バスターミナル

２　指定の相手方

　　広島市安佐南区長楽寺二丁目１２番１号

　　　広島高速交通株式会社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６３５号　

令和３年１２月２２日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，特定環境保全公共下水道及び農業集落排水処理

施設の指定管理者を次のとおり指定したので，広島市下水道条例

（昭和４７年広島市条例第９６号）第６０条第３項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　特定環境保全公共下水道

　　ア　特定環境保全公共下水道（市街化区域外の区域に終末処

理場を有するものに限る。）

　　　　「和田水資源再生センター」　　　広島市佐伯区湯来町

大字和田２９３番地

　　農業集落排水処理施設

　　ア　「戸山農業集落排水処理施設」　　広島市安佐南区沼田

町大字阿戸２４５９

番地１

　　イ　「井原農業集落排水処理施設」　　広島市安佐北区白木

町大字井原７１４２

番地６

　　ウ　「市川農業集落排水処理施設」　　広島市安佐北区白木

町大字小越１４５９

番地４

　　エ　「井原高南農業集落排水処理施設」広島市安佐北区白木

町大字秋山２１２８

番地７

　　オ　「三田農業集落排水処理施設」　　広島市安佐北区白木

町大字三田１０００

３番地

　　カ　「上三田農業集落排水処理施設」　広島市安佐北区白木

町大字三田７６３２

番地３

　　キ　「下三田農業集落排水処理施設」　広島市安佐北区白木

町大字三田４４８１

番地１

　　ク　「須沢農業集落排水処理施設」　　広島市安佐北区白木

町大字三田９４９２

番地

　　ケ　「小河内農業集落排水処理施設」　広島市安佐北区安佐

町大字小河内２７３

２番地２

　　コ　「阿戸農業集落排水処理施設」　　広島市安芸区上瀬野

町甲３６６番地７９

　　サ　「太田部農業集落排水処理施設」　広島市佐伯区湯来町

大字下１１９９番地

２

　　シ　「鹿ノ道農業集落排水処理施設」　広島市佐伯区湯来町

大字白砂２００１番

地１

　　ス　「棡農業集落排水処理施設」　　　広島市佐伯区湯来町

大字白砂７７８番地

１

２　指定の相手方

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　　一般財団法人広島市都市整備公社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６３６号　

令和３年１２月２２日　

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐北区可部南五丁目の１７４０番１，１７４１番 

２，１７４１番５，１７４２番，１７４２番４，１７４３番１，

１７４４番１及び１７４５番１

２　開発面積

　　２，４６７．６２㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市安佐北区三入五丁目８番２４－２６号

　　西廣　茂樹

　　広島市安佐北区可部南四丁目１５番１７号

　　西廣　慶治

　　広島市安佐北区可部南四丁目１５番１７号

　　西廣　眞智子

　　広島市安佐南区山本三丁目２番８号

　　石田　一眞

４　検査済証交付年月日

　　令和３年１２月２２日
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広島市告示第６３７号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市中区地域福祉センターの指定管理者を次

のとおり指定したので，広島市地域福祉センター条例（平成１０

年広島市条例第３号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市中区地域福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６３８号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市東区地域福祉センターの指定管理者を次

のとおり指定したので，広島市地域福祉センター条例（平成１０

年広島市条例第３号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市東区地域福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６３９号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市南区地域福祉センターの指定管理者を次

のとおり指定したので，広島市地域福祉センター条例（平成１０

年広島市条例第３号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市南区地域福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６４０号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市西区地域福祉センターの指定管理者を次

のとおり指定したので，広島市地域福祉センター条例（平成１０

年広島市条例第３号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市西区地域福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６４１号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市安佐南区地域福祉センターの指定管理者

を次のとおり指定したので，広島市地域福祉センター条例（平成

１０年広島市条例第３号）第１５条第３項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市安佐南区地域福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６４２号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市安佐北区地域福祉センターの指定管理者

を次のとおり指定したので，広島市地域福祉センター条例（平成

１０年広島市条例第３号）第１５条第３項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市安佐北区地域福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで
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広島市告示第６４３号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市安芸区地域福祉センターの指定管理者を

次のとおり指定したので，広島市地域福祉センター条例（平成１

０年広島市条例第３号）第１５条第３項の規定により告示しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市安芸区地域福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６４４号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市佐伯区地域福祉センターの指定管理者を

次のとおり指定したので，広島市地域福祉センター条例（平成１

０年広島市条例第３号）第１５条第３項の規定により告示しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市佐伯区地域福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６４５号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市吉島福祉センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市福祉センター条例（昭和４８年広島市

条例第１０１号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市吉島福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市中区吉島東一丁目２２番２号

　　　一般社団法人福祉キャリアセンター

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６４６号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市温品福祉センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市福祉センター条例（昭和４８年広島市

条例第１０１号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市温品福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市東区東蟹屋町５番５号

　　　シンコースポーツ中国株式会社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６４７号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市戸坂福祉センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市福祉センター条例（昭和４８年広島市

条例第１０１号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市戸坂福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市中区基町５番４４号

　　　三栄パブリックサービス株式会社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６４８号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市中山福祉センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市福祉センター条例（昭和４８年広島市

条例第１０１号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市中山福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市中区基町５番４４号

　　　三栄パブリックサービス株式会社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで
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広島市告示第６４９号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市出島福祉センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市福祉センター条例（昭和４８年広島市

条例第１０１号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市出島福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市中区基町５番４４号

　　　三栄パブリックサービス株式会社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６５０号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市園福祉センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市福祉センター条例（昭和４８年広島市

条例第１０１号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市園福祉センター

２　指定の相手方

　　東京都豊島区東池袋１－４４－３

　　　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６５１号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市伴福祉センターの指定管理者を次のとお

り指定したので，広島市福祉センター条例（昭和４８年広島市条

例第１０１号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市伴福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市中区基町５番４４号

　　　三栄パブリックサービス株式会社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６５２号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市可部福祉センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市福祉センター条例（昭和４８年広島市

条例第１０１号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市可部福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市中区大手町五丁目３番１２号

　　　株式会社第一ビルサービス

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６５３号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市筒瀬福祉センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市福祉センター条例（昭和４８年広島市

条例第１０１号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市筒瀬福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市中区基町５番４４号

　　　三栄パブリックサービス株式会社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６５４号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市瀬野福祉センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市福祉センター条例（昭和４８年広島市

条例第１０１号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市瀬野福祉センター

２　指定の相手方

　　大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７番１２号

　　　テルウェル西日本株式会社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６５５号　
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令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市畑賀福祉センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市福祉センター条例（昭和４８年広島市

条例第１０１号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市畑賀福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市中区基町５番４４号

　　　三栄パブリックサービス株式会社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６５６号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市阿戸福祉センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市福祉センター条例（昭和４８年広島市

条例第１０１号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市阿戸福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６５７号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市矢野福祉センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市福祉センター条例（昭和４８年広島市

条例第１０１号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市矢野福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市中区基町５番４４号

　　　三栄パブリックサービス株式会社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６５８号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市石内福祉センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市福祉センター条例（昭和４８年広島市

条例第１０１号）第１５条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市石内福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市中区基町５番４４号

　　　三栄パブリックサービス株式会社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６５９号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市湯来福祉会館の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市湯来福祉会館条例（平成１７年広島市条例

第５９号）第１７条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市湯来福祉会館

２　指定の相手方

　　広島市佐伯区湯来町大字和田３３３番地

　　　特定非営利活動法人サンピアゆき

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６６０号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市筒瀬運動広場の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市運動場条例（昭和２６年広島市条例第７ 

号）第１３条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市筒瀬運動広場

２　指定の相手方

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　　公益財団法人広島市スポーツ協会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで



広島市告示第６６１号　

令和３年１２月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項
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の規定に基づき，広島市馬木近隣運動広場の指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市運動場条例（昭和２６年広島市条例第

７号）第１３条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市馬木近隣運動広場

２　指定の相手方

　　広島市東区福田八丁目５番１３号

　　　福木学区体育協会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６６２号　

令和３年１２月２４日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島平和記念資料館の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島平和記念資料館条例（平成６年広島市条例第

１３号）第１９条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島平和記念資料館

２　指定の相手方

　　広島市中区中島町１番２号

　　　公益財団法人広島平和文化センター

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６６３号　

令和３年１２月２４日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの 

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第６６４号　

令和３年１２月２４日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

名称 所在地 指定年月日

ウォンツ相田薬局
広島市安佐南区相田一丁
目３番１８号

平成２２年３
月１日

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の

届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定介護機関　略



広島市告示第６６５号　

令和３年１２月２８日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により，次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第６６６号　

令和３年１２月２８日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので，同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第６６７号　

令和３年１２月２８日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第６６８号　

令和３年１２月２８日　

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐北区亀山一丁目の８８２番１，８８２番５，８８

４番１，８８４番２，８８４番３，８８４番４，８８５番１，

８８５番２，８８６番，８８７番１及び８９０番１
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２　開発面積

　　１，８５１．５７㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市西区横川町三丁目８番６号

　　株式会社　信和ホーム

　　代表取締役　和田　正男

４　検査済証交付年月日

　　令和３年１２月２８日



広島市告示第６６９号　

令和３年１２月２８日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，印影の

印刷により公印の押なつに代えることを承認したので，告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第６７０号　

令和３年１２月２８日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第６７１号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市中央老人福祉センターの指定管理者を次

のとおり指定したので，広島市老人福祉センター条例（昭和５３

年広島市条例第３５号）第１５条第３項の規定により告示しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

文書名
印影を印刷する

公印の名称

・重度精神障害者通院医療費受給資格の認定
について（通知）

・重度精神障害者通院医療費受給資格の喪失
について（通知）

・重度精神障害者通院医療費受給資格の非該
当について（通知）

・重度精神障害者通院医療費支給申請却下通
知書

・重度精神障害者通院医療費支給決定通知書

厚生部
専用市長印

　　広島市中央老人福祉センター

２　指定の相手方

　　東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

　　　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６７２号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市東雲老人福祉センターの指定管理者を次

のとおり指定したので，広島市老人福祉センター条例（昭和５３

年広島市条例第３５号）第１５条第３項の規定により告示しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市東雲老人福祉センター

２　指定の相手方

　　大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７番１２号

　　　テルウェル西日本株式会社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６７３号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市南観音老人福祉センターの指定管理者を

次のとおり指定したので，広島市老人福祉センター条例（昭和５

３年広島市条例第３５号）第１５条第３項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市南観音老人福祉センター

２　指定の相手方

　　広島市中区基町５番４４号

　　　三栄パブリックサービス株式会社

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６７４号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市吉島老人いこいの家の指定管理者を次の

とおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８年広

島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　
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１　指定に係る公の施設

　　広島市吉島老人いこいの家

２　指定の相手方

　　東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

　　　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第６７５号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市宇品老人いこいの家の指定管理者を次の

とおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８年広

島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市宇品老人いこいの家

２　指定の相手方

　　広島市南区宇品海岸二丁目５番５号

　　　特定非営利活動法人環境保全創生委員会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６７６号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市草津老人いこいの家の指定管理者を次の

とおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８年広

島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市草津老人いこいの家

２　指定の相手方

　　東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

　　　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６７７号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市佐東老人いこいの家の指定管理者を次の

とおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８年広

島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により，告示しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市佐東老人いこいの家

２　指定の相手方

　　広島市中区大手町五丁目３番１２号

　　　株式会社第一ビルサービス

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６７８号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市沼田老人いこいの家の指定管理者を次の

とおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８年広

島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市沼田老人いこいの家

２　指定の相手方

　　広島市安佐南区伴東七丁目６４番８号

　　　伴学区社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６７９号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市矢野老人いこいの家清風荘の指定管理者

を次のとおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４

８年広島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市矢野老人いこいの家清風荘

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６８０号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘の指定管理

者を次のとおり指定したので，広島市船越老人いこいの家鼓が浦

荘条例（昭和５０年広島市条例第１７号）第１４条第３項の規定

により告示します。
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広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６８１号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市老人いこいの家新宮山荘の指定管理者を

次のとおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８

年広島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市老人いこいの家新宮山荘

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６８２号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市老人いこいの家窓山荘の指定管理者を次

のとおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８年

広島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市老人いこいの家窓山荘

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６８３号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市老人いこいの家さつき荘の指定管理者を

次のとおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８

年広島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市老人いこいの家さつき荘

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６８４号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市老人いこいの家八幡荘の指定管理者を次

のとおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８年

広島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市老人いこいの家八幡荘

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６８５号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市老人いこいの家倉重荘の指定管理者を次

のとおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８年

広島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市老人いこいの家倉重荘

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６８６号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項
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の規定に基づき，広島市老人いこいの家坪井荘の指定管理者を次

のとおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８年

広島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市老人いこいの家坪井荘

２　指定の相手方

　　広島市佐伯区坪井一丁目２８番１１号

　　　佐伯区観音社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６８７号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市老人いこいの家中央荘の指定管理者を次

のとおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８年

広島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市老人いこいの家中央荘

２　指定の相手方

　　広島市佐伯区五日市中央五丁目１３番２２号

　　　五日市中央地区社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６８８号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市老人いこいの家五日市荘の指定管理者を

次のとおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８

年広島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市老人いこいの家五日市荘

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６８９号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市老人いこいの家楽々荘の指定管理者を次

のとおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８年

広島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市老人いこいの家楽々荘

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示第６９０号　

令和３年１２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市老人いこいの家美隅荘の指定管理者を次

のとおり指定したので，広島市老人いこいの家条例（昭和４８年

広島市条例第１００号）第１４条第３項の規定により告示しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　広島市老人いこいの家美隅荘

２　指定の相手方

　　広島市南区松原町５番１号

　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（中区）第２４６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２４７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。
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広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２４８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２４９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２５０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ３ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１１月２５日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第２５１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２５２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，吉島西第二公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　吉島西第二公園

２　指定の相手方

　　広島市中区吉島西一丁目１４番５号

　　　吉島西町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（中区）第２５３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，河原町公園の指定管理者を次のとおり指定した

ので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６

条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　河原町公園

２　指定の相手方

　　広島市中区河原町５番４－１２０１号

　　　河原町町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（中区）第２５４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２５５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１１月２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略
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広島市告示（中区）第２５６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２５７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２５８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２５９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２６０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１２月４日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第２６１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２６２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２６３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２６４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２６５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。
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広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２６６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２６７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２６８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１２月１６日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の問保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第２６９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２７０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２７１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２７２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２７３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１２月２３日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第２７４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２７５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日　
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第７５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第７６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ６ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１２号

２　指定年月日　　令和３年１２月６日

３　道路の位置　　広島市東区温品二丁目の４８番７，４８番８

の一部及び２７０６番１９

４　幅員　　　　　４．２２メートル

５　延長　　　　　１９．０５メートル



広島市告示（東区）第７７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ８ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

　その関係図面は，令和３年１２月８日から同月２２日まで，広

島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

里　道

旧
東３区９８号
里道

東区中山東三丁目２２４８番１
地先から同所１９９１番３地先
まで

新
東３区９８号
里道

東区中山東三丁目２２４８番１
地先から同所１９９１番２地先
まで

里　道
旧

東３区１１１
号里道

東区中山東三丁目２００３番地
先から同所１９９０番２地先ま
で



広島市告示（東区）第７８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ８ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，令和３年１２月８日から同月２２日まで，広

島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第７９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第８０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第８１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第８２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，東区役所市民部市民課区出納員の事務

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
東３区２９８号里
道

東区中山東三丁目１９９１番１地
先から同所１９９１番１地先まで

新
東３区１１１
号里道

東区中山東三丁目２００３番地
先から同所１９８９番４地先ま
で
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の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　東区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　日直員　竹内　昌子　　　　日直員　和田　和代

　　　日直員　和高　百貴代　　　日直員　村上　俊明

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

　　令和３年４月１日

４　委任期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで



広島市告示（東区）第８３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　東区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　係長　若佐　淑佳　　　主査　田中　知文

　　　主事　渡部　有紀　　　主事　武田　拓斗

　　　係長　秋田　一恵　　　主査　櫻井　睦恵

　　　主事　西　由美子

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

　　令和３年４月１日

４　委任期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで



広島市告示（東区）第８４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　東区役所市民部市民課（戸坂連絡所）

　　　主任　繁本　直子

　　　主任　平本　静江

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

　　令和３年４月１日

４　委任期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで



広島市告示（東区）第８５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　東区役所市民部市民課（戸坂連絡所）

　　　課長補佐　野崎　時生　　　主　査　　門井　英二

　　　主　査　　奥田　由美　　　主　査　　西村　翔

　　　主　事　　松山　里歩　　　主　事　　関廣　祐太

　　　主　事　　沖谷　拳斗　　　主　事　　石井　麻由佳

　　　主　事　　宮崎　照子　　　主事（シニア）藏田　健博

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

　　令和３年４月１日

４　委任期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで



広島市告示（東区）第８６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，桜台公園の指定管理者を次のとおり指定したの

で，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条

の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　桜台公園

２　指定の相手方

　　広島市東区福田一丁目２５８８番地８

　　　桜台町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



―５０―　第１１００号 令和４年１月３１日広 島 市 報



広島市告示（東区）第８７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，観音原第一公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　観音原第一公園

２　指定の相手方

　　広島市東区福田三丁目３５番６号

　　　福田観音原福寿会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第８８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，馬木ハイツ公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　馬木ハイツ公園

２　指定の相手方

　　広島市東区馬木六丁目４５７番地１３７

　　　馬木ハイツ町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第８９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，つつじが丘公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　つつじが丘公園

２　指定の相手方

　　広島市東区上温品二丁目１３番１６号

　　　つつじが丘町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第９０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，上温品第二公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　上温品第二公園

２　指定の相手方

　　広島市東区上温品四丁目２６番２０号

　　　多美会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第９１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，中山西第一公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　中山西第一公園

２　指定の相手方

　　広島市東区中山南一丁目５番３９号

　　　西平原町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第９２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，中山南第二公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　中山南第二公園

２　指定の相手方

　　広島市東区中山南一丁目５番３９号

　　　西平原町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第９３号　
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令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，二葉の里公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　二葉の里公園

２　指定の相手方

　　広島市東区二葉の里一丁目７番２２号

　　　二葉集会所運営委員会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第９４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，二葉の里第二公園の指定管理者を次のとおり指

定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）

第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　二葉の里第二公園

２　指定の相手方

　　広島市東区尾長東一丁目１番１５号

　　　尾長地区連合町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第９５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，二葉の里第三公園の指定管理者を次のとおり指

定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）

第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　二葉の里第三公園

２　指定の相手方

　　広島市東区尾長東一丁目１番１５号

　　　尾長地区連合町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第９６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，二葉の里第一号緑地の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　二葉の里第一号緑地

２　指定の相手方

　　広島市東区尾長東一丁目１番１５号

　　　尾長地区連合町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第９７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，二葉の里第二号緑地の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　二葉の里第二号緑地

２　指定の相手方

　　広島市東区尾長東一丁目１番１５号

　　　尾長地区連合町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第９８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，二葉の里第三号緑地の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　二葉の里第三号緑地

２　指定の相手方

　　広島市東区尾長東一丁目１番１５号

　　　尾長地区連合町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第９９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項
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の規定に基づき，二葉の里第四号緑地の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　二葉の里第四号緑地

２　指定の相手方

　　広島市東区尾長東一丁目１番１５号

　　　尾長地区連合町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第１００号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，二葉の里第五号緑地の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　二葉の里第五号緑地

２　指定の相手方

　　広島市東区尾長東一丁目１番１５号

　　　尾長地区連合町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第１０１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，二葉の里第六号緑地の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　二葉の里第六号緑地

２　指定の相手方

　　広島市東区尾長東一丁目１番１５号

　　　尾長地区連合町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第１０２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，二葉の里第七号緑地の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　二葉の里第七号緑地

２　指定の相手方

　　広島市東区尾長東一丁目１番１５号

　　　尾長地区連合町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第１０３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，二葉の里第八号緑地の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　二葉の里第八号緑地

２　指定の相手方

　　広島市東区尾長東一丁目１番１５号

　　　尾長地区連合町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第１０４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，二葉の里第九号緑地の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　二葉の里第九号緑地

２　指定の相手方

　　広島市東区尾長東一丁目１番１５号

　　　尾長地区連合町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第１０５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，二葉の里第十号緑地の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 
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号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　二葉の里第十号緑地

２　指定の相手方

　　広島市東区尾長東一丁目１番１５号

　　　尾長地区連合町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第１０６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，二葉の里第十一号緑地の指定管理者を次のとお

り指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　二葉の里第十一号緑地

２　指定の相手方

　　広島市東区尾長東一丁目１番１５号

　　　尾長地区連合町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第１０７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，若草第一公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　若草第一公園

２　指定の相手方

　　広島市東区若草町１０番２５号

　　　万年青若草クラブ

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第１０８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，東山第一公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　東山第一公園

２　指定の相手方

　　広島市東区東山町８番２－３０６号

　　　パークハウス東山町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第１０９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，東山第二公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　東山第二公園

２　指定の相手方

　　広島市東区東山町８番２－３０６号

　　　パークハウス東山町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第１１０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，矢賀第二公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　矢賀第二公園

２　指定の相手方

　　広島市東区矢賀六丁目１番２５－６号

　　　矢賀六丁目町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（東区）第１１１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　
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次のとおり　略



広島市告示（南区）第１５４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１５５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１５６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１５７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，東青崎公園の指定管理者を次のとおり指定した

ので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６

条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　東青崎公園

２　指定の相手方

　　広島市南区東青崎町１３番１０号

　　　東青崎町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（南区）第１５８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，東霞公園の指定管理者を次のとおり指定したの

で，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条

の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　東霞公園

２　指定の相手方

　　広島市南区東霞町１７番５号

　　　東霞シニアクラブ

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（南区）第１５９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，皆実町第二公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　皆実町第二公園

２　指定の相手方

　　広島市南区皆実町四丁目１０番２２号

　　　皆実町四丁目寿楽会老人クラブ

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（南区）第１６０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，仁保公園の指定管理者を次のとおり指定したの

で，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条

の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　仁保公園

２　指定の相手方

　　広島市南区仁保一丁目２０番１号

　　　仁保旭ヶ丘町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（南区）第１６１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，仁保第一公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



第１１００号　―５５―令和４年１月３１日 広 島 市 報

１　指定に係る公の施設

　　仁保第一公園

２　指定の相手方

　　広島市南区仁保一丁目２０番１号

　　　仁保旭ヶ丘町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（南区）第１６２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，仁保第二公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　仁保第二公園

２　指定の相手方

　　広島市南区仁保三丁目３０番５－２０１号

　　　仁保ニュー旭ヶ丘町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（南区）第１６３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１６４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１６５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，南区役所市民部市民課区出納員事務の

一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　南区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　日直員　　矢野　秀樹　　　係　長　　野崎　淳子

　　日直員　　八倉　淑恵　　　主　査　　森下　直明

　　日直員　　星島　環　　　　主　査　　熊谷　裕美子

　　日直員　　渡辺　美幸　　　主　事　　柞磨　慎吾

　　　　　　　　　　　　　　　主　事　　藤川　薫

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号，第１４号及び第１６号に規定する手数料の収納

（区役所時間外窓口の収納に限る）

３　委任年月日

　　令和３年４月１日

４　委任期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで



広島市告示（南区）第１６６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，南区役所市民部市民課区出納員事務の

一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　南区役所市民部区政調整課（青崎連絡所）

　　主　　任　　信部　佳代子　　　主　　事　　小田　康二

　　主　　任　　岩本　登志子　　　主　　事　　細川　尚吾

　　課長補佐　　佐々木　直彦　　　主　　事　　三登　えりか

　　主　　査　　矢野　宏明　　　　主　　事　　中島　敬

　　主　　査　　佐々木　慧　　　　主　　事　　土橋　佳歩

　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　　末長　泉美

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第１号，第３号，第９号，第１０号，第１４号及び第１

６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

　　令和３年４月１日

４　委任期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで



広島市告示（南区）第１６７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１６８号　



―５６―　第１１００号 令和４年１月３１日広 島 市 報

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１６９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第１０６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第１０７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第１０８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１２月７日から同２１日まで広島市

西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
西３区
己斐中
央線

西区己斐本町一丁目３２３
番地１７地先から
西区己斐本町一丁目３２３
番地２７地先まで

令和３年１２月
１９日

西３区 西区己斐本町一丁目３２３



広島市告示（西区）第１０９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第１１０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第１１１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第１１２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第１１３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

市　道
西広島
駅己斐
本町線

番地２地先から
西区己斐本町一丁目３２３
番地２地先まで

令和３年１２月
１９日



第１１００号　―５７―令和４年１月３１日 広 島 市 報

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第１１４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，新庄公園の指定管理者を次のとおり指定したの

で，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条

の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　新庄公園

２　指定の相手方

　　広島市西区新庄町２２番８－６号

　　　新庄町町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（西区）第１１５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，新庄西公園の指定管理者を次のとおり指定した

ので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６

条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　新庄西公園

２　指定の相手方

　　広島市西区新庄町２２番８－６号

　　　新庄町町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（西区）第１１６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，兵庫谷公園の指定管理者を次のとおり指定した

ので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６

条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　兵庫谷公園

２　指定の相手方

　　広島市西区己斐上二丁目１９番１７号

　　　己斐共立ハイツ町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（西区）第１１７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，もみじが丘第三公園の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　もみじが丘第三公園

２　指定の相手方

　　広島市西区己斐上二丁目４９番１３号

　　　もみじ会グラウンド・ゴルフ同好会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（西区）第１１８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，己斐上第五公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　己斐上第五公園

２　指定の相手方

　　広島市西区己斐上四丁目４番２７号

　　　己斐上四区町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（西区）第１１９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，己斐上第六公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　己斐上第六公園

２　指定の相手方

　　広島市西区己斐上二丁目８番１７号

　　　己斐上町二区町内会



―５８―　第１１００号 令和４年１月３１日広 島 市 報

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（西区）第１２０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，茶臼台公園の指定管理者を次のとおり指定した

ので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６

条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　茶臼台公園

２　指定の相手方

　　広島市西区己斐大迫三丁目３２番１２号

　　　茶臼台町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（西区）第１２１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，田方第一公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　田方第一公園

２　指定の相手方

　　広島市西区田方一丁目２２番３号

　　　田方町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（西区）第１２２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，高須第一公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　高須第一公園

２　指定の相手方

　　広島市西区高須三丁目４番２８号

　　　高須第一公園愛護クラブ

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（西区）第１２３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，庚午第一公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　庚午第一公園

２　指定の相手方

　　広島市西区庚午北一丁目１０番５号

　　　庚午北町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（西区）第１２４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，鈴が峰Ｃ緑地の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　鈴が峰Ｃ緑地

２　指定の相手方

　　広島市西区鈴が峰町２６番３号

　　　ガーデングループ

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（西区）第１２５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，井口台西第二公園の指定管理者を次のとおり指

定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）

第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　井口台西第二公園

２　指定の相手方

　　広島市西区井口台一丁目１８番１０号

　　　井口台生活支援事業部

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで
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広島市告示（西区）第１２６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，西部埋立第四公園の指定管理者を次のとおり指

定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）

第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　西部埋立第四公園

２　指定の相手方

　　広島市西区井口明神一丁目１２番１９号

　　　井口明神一丁目町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（西区）第１２７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，西部埋立第九公園の指定管理者を次のとおり指

定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）

第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　西部埋立第九公園

２　指定の相手方

　　広島市西区井口明神一丁目１２番１９号

　　　井口明神一丁目町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（西区）第１２８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第１２９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第１３０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を搬去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安佐南区）第１０４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ６ 日　

　次のとおり，路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和３年１２月６日から同月２０日まで，広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１０５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ９ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については，令和３年１２月７

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１０６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１７号

２　指定年月日　　令和３年１２月１０日

３　道路の位置　　広島市安佐南区高取北三丁目の６０８番１の

一部及び６０８番７の一部

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

普通
河川

旧 迫田川
安佐南区八木町５４１９番１地
先から用水　八木用水まで

新 石丸川
安佐南区八木町５４１９番１地
先から用水　八木用水まで
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４　幅員及び延長　幅員　４．５０メートル～６．３０メートル

　　　　　　　　　延長　４５．３３メートル



広島市告示（安佐南区）第１０７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１８号

２　指定年月日　　令和３年１２月１０日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内四丁目の３９０番１の一

部及び３９０番４の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　２０．４４メートル



広島市告示（安佐南区）第１０８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

　その関係図面は，令和３年１２月２２日から令和４年１月１１

日まで，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１０９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

　その関係図面は，令和３年１２月２２日から令和４年１月１１

日まで，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１１０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

区分
新旧
別

路線名等 所在

里　道

旧
安佐南４区１
３８５号里道

安佐南区伴中央六丁目４５６０
番１地先から４５６０番２地先
まで

新
安佐南区伴中央六丁目４５５８
番５

区分 路線名等 所在

水路
Ｋ４－Ｅ４－と－
１－４１－５６号
水路

安佐南区伴中央六丁目４５６０番
１地先から４５６０番２地先まで

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１９号

２　指定年月日　　令和３年１２月２３日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内六丁目の３６２番６，３

６２番１０，３６２番１４，３６２番１５及

び３６０番３の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　４２．００メートル



広島市告示（安佐南区）第１１１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，東野公園の指定管理者を次のとおり指定したの

で，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条

の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　東野公園

２　指定の相手方

　　広島市安佐南区東野三丁目２５番１号

　　　東野第二福笑会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第１１２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，古市第二公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　古市第二公園

２　指定の相手方

　　広島市安佐南区古市一丁目３８番１６－３０４号

　　　古市明朗会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第１１３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，古市第三公園の指定管理者を次のとおり指定し
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たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　古市第三公園

２　指定の相手方

　　広島市安佐南区古市三丁目１６番１０号

　　　古市橋新和会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第１１４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，安川緑道（安佐南区古市三丁目のうち古市橋駅

前自転車等駐車場南側部分）の指定管理者を次のとおり指定した

ので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６

条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　安川緑道（安佐南区古市三丁目のうち古市橋駅前自転車等駐

車場南側部分）

２　指定の相手方

　　広島市安佐南区古市一丁目２５番１８号

　　　下古川組町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第１１５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，大町東第一公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　大町東第一公園

２　指定の相手方

　　広島市安佐南区大町東四丁目７番１１号

　　　白山町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第１１６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，高取第四公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　高取第四公園

２　指定の相手方

　　広島市安佐南区高取南一丁目２０番１６号

　　　安同友会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第１１７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，高取南緑地の指定管理者を次のとおり指定した

ので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６

条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　高取南緑地

２　指定の相手方

　　広島市安佐南区高取南一丁目２０番１６号

　　　安同友会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第１１８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，瀬戸内第一公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　瀬戸内第一公園

２　指定の相手方

　　広島市安佐南区伴東一丁目４４番１号

　　　瀬戸内ハイツ青年部

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第１１９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，瀬戸内第二公園の指定管理者を次のとおり指定



―６２―　第１１００号 令和４年１月３１日広 島 市 報

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　瀬戸内第二公園

２　指定の相手方

　　広島市安佐南区伴東一丁目２９番２３号

　　　すまいるワーク

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第１２０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，瀬戸内第三公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　瀬戸内第三公園

２　指定の相手方

　　広島市安佐南区伴東一丁目４４番１号

　　　瀬戸内ハイツ青年部

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第１２１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，伴東丘の上公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　伴東丘の上公園

２　指定の相手方

　　広島市安佐南区伴東五丁目１２番３０号

　　　下向百寿会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第１２２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，沼田第二公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　沼田第二公園

２　指定の相手方

　　広島市安佐南区伴東七丁目１番３６号

　　　ＧＯ郷・まつむね

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第１２３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については，令和３年１２月２

２日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１２４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

　その関係図面は，令和３年１２月２７日から令和４年１月１６

日まで，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１０６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，１１月２６日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第１０７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ３ 日　

　次のとおり路線名等を定める河川を指定します。

　その関係図面は，令和３年１２月３日から同月１７日まで，広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐南３区１０８
６号里道

安佐南区長束一丁目６５４番６地
先から６５４番１０地先
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広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１０８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ９ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第１３号

２．指定年月日　　令和３年１２月９日

３．道路の位置　　広島市安佐北区深川七丁目１１１７番４，１

１１８番４の一部及び１１２３番２の一部

４．幅員及び延長　幅員　６．００～７．４４メートル

　　　　　　　　　延長　４６．７０メートル



広島市告示（安佐北区）第１０９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１２月１５日から同月２９日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

河川 台川支川
安佐北区可部東六丁目４６１番５
地先から安佐北区可部東五丁目１
９９番７地先まで

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道

安佐北
３区３
５２号
線

安佐北区大
林町字石林
２５９６番
地地先から
安佐北区大
林町字石林
２６０４番
地地先まで

旧
3.70
～

3.80

17.70

新
3.80
～

7.60

安佐北区大
林町字高谷
２７８１番
地１地先か
ら
安佐北区大
林町字古庵
谷１１２１
６番地地先
まで

旧
3.20
～

3.20

18.00

新
3.20
～

5.00

安佐北区大
林町字高谷
３０５８番
地地先から
安佐北区大
林町字高谷

旧
3.30
～

4.80
14.00

新
3.30
～



広島市告示（安佐北区）第１１０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１２月１５日から同月２９日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１１１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ６ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第１４号

２．指定年月日　　令和３年１２月１６日

３．道路の位置　　広島市安佐北区可部一丁目１０５９番２の一

部

４．幅員及び延長　幅員　５．００メートル

　　　　　　　　　延長　３３．３３メートル



広島市告示（安佐北区）第１１２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ６ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

　その関係図面は，令和３年１２月１６日から令和４年１月５日

まで，広島市安佐北区役所農林建設部維持管埋課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
３区３
５２号
線

安佐北区大林町字石林２５
９６番地地先から
安佐北区大林町字石林２６
０４番地地先まで

令和３年１２月
１５日

安佐北区大林町字高谷２７
８１番地１地先から
安佐北区大林町字古庵谷１
１２１６番地地先まで

令和３年１２月
１５日

安佐北区大林町字高谷３０
５８番地地先から
安佐北区大林町字高谷３０
５８番地地先まで

令和３年１２月
１５日

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水路
Ｋ３－Ｆ３－Ⅴ土
居－８－５号水路

安佐北区可部八丁目４２３番５地
先から同所４２１番地先まで

３０５８番
地地先まで

7.80
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広島市告示（安佐北区）第１１３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ６ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

　その関係図面は，令和３年１２月１６日から令和４年１月５日

まで，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１１４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

　その関係図面は，令和３年１２月１７日から令和４年１月６日

まで，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１１５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

　その関係図面は，令和３年１２月１７日から令和４年１月６日

まで，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一搬の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１１６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，令和３年１２月１７日から令和４年１月６日

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

水路

旧
Ｋ３－Ｆ３－
Ⅴ土居－８－
１０号水路

安佐北区可部八丁目４１４番地
先から同所４１４番地先まで

新
Ｋ３－Ｆ３－
Ⅴ土居－８－
１０号水路

安佐北区可部八丁目４２１番地
先から同所４２１番地先まで

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐北３区２２５
９号里道

安佐北区三入南一丁目２７番１地
先から同所２７番１地先まで

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

里　道

旧
安佐北３区４
４９２号里道

安佐北区可部東六丁目６７４番
１５２地先から同所６７２番１
０５地先まで

新
安佐北３区４
４９２号里道

安佐北区可部東六丁目６７４番
１５８地先から同所６７４番１
０５地先まで

まで，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１１７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，高陽ニュータウン第三公園の指定管理者を次の

とおり指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第

１８号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　高陽ニュータウン第三公園

２　指定の相手方

　　広島市安佐北区落合三丁目７番５号

　　　金平東自治会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐北区）第１１８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，中小田公園の指定管理者を次のとおり指定した

ので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６

条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　中小田公園

２　指定の相手方

　　広島市安佐北区口田南三丁目２３番９号

　　　中小田さくら会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐北区）第１１９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，矢口が丘公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐北３区４４９
３号里道

安佐北区可部東六丁目６７４番８
０地先から同所６７２番８０地先
まで
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１　指定に係る公の施設

　　矢口が丘公園

２　指定の相手方

　　広島市安佐北区口田南九丁目１６番２６号

　　　矢口が丘自治会緑化事業部

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐北区）第１２０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，寺山公園の指定管理者を次のとおり指定したの

で，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条

の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　寺山公園（広場及び園路の各一部に限る。）

２　指定の相手方

　　広島市安佐北区可部東六丁目２番８号

　　　寺山公園をつくろう会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐北区）第１２１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，三入第一公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　三入第一公園

２　指定の相手方

　　広島市安佐北区三入七丁目３８番１４号

　　　郷土を愛する会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（安佐北区）第１２２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，１２月２２日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第１２３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により，１２月２２日に別

紙のとおり自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第１２４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第１５号

２．指定年月日　　令和３年１２月２７日

３．道路の位置　　広島市安佐北区可部南一丁目８７３番１の一

部，８７４番８の一部

４．幅員及び延長　幅員　４．５０メートル

　　　　　　　　　延長　３５．００メートル



広島市告示（安佐北区）第１２５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第１６号

２．指定年月日　　令和３年１２月２８日

３．道路の位置　　広島市安佐北区深川一丁目１８７番の一部・

１８８番５・１９７番１の一部

４．幅員及び延長　幅員　４．０～６．０メートル

　　　　　　　　　延長　４６．２１メートル



広島市告示（安芸区）第１１３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。
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広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　令和３年１２月１日

３　道路の位置　　広島市安芸区船越六丁目の１３５９番地１の

一部及び１３５９番地１地先水路

４　幅員　　　　　４．２０～７．７０メートル

５　延長　　　　　２４．５３メートル



広島市告示（安芸区）第１１４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１２月１日から同月１５日まで広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第１１５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１２月１日から同月１５日まで広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第１１６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区３０
４号線

安芸区瀬野
三丁目１０
８１番地１
７地先から
安芸区瀬野
三丁目１０
８１番地１
７地先まで

旧

メートル
1.90
～

1.90

メートル

23.00

新

メートル
3.00
～

3.00

メートル

23.00

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区３０
４号線

安芸区瀬野三丁目１０８１
番地１７地先から
安芸区瀬野三丁目１０８１
番地１７地先まで

令和３年１２月
１日



広島市告示（安芸区）第１１７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた自転車等 

は，広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第１１８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別表の自転車等を撤

去し，保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安芸区）第１１９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安芸区）第１２０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ０ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた自転車等 

は，広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（佐伯区）第１３８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま
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す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１３９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和３年１１月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１４０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１４１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１４２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ６ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の一部を廃止します。

　その関係図書は，令和３年１２月１６日から同月３０日まで，

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實　

種類 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
佐伯３区５５１号
里道の一部

佐伯区三宅三丁目６９１番１地先
から佐伯区三宅三丁目６９１番１
地先まで



広島市告示（佐伯区）第１４３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１４４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ６ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和３年１２月１０日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１４５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１４６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，石内流通第一公園の指定管理者を次のとおり指

定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）

第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　石内流通第一公園

２　指定の相手方

　　広島市佐伯区藤の木三丁目８番２２号

　　　広島市佐伯区ゲートボール連合

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで
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広島市告示（佐伯区）第１４７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，五月が丘第六公園の指定管理者を次のとおり指

定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）

第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　五月が丘第六公園

２　指定の相手方

　　広島市佐伯区五月が丘五丁目２０番１９号

　　　若竹会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第１４８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，美鈴が丘西第一公園の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　美鈴が丘西第一公園

２　指定の相手方

　　広島市佐伯区美鈴が丘東四丁目１９番１号

　　　美鈴が丘学区シニアクラブ

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第１４９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，美鈴が丘西第三公園の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　美鈴が丘西第三公園

２　指定の相手方

　　広島市佐伯区美鈴が丘東四丁目１９番１号

　　　美鈴が丘学区シニアクラブ

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第１５０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，美鈴が丘西第四公園の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　美鈴が丘西第四公園

２　指定の相手方

　　広島市佐伯区美鈴が丘東四丁目１９番１号

　　　美鈴が丘学区シニアクラブ

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第１５１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，月見台第二公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　月見台第二公園

２　指定の相手方

　　広島市佐伯区屋代二丁目１４番１４号

　　　月見台町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第１５２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，月見台第三公園の指定管理者を次のとおり指定

したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第

１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　月見台第三公園

２　指定の相手方

　　広島市佐伯区屋代二丁目１４番１４号

　　　月見台町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第１５３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　
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　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，屋代第一公園の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１

６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　屋代第一公園

２　指定の相手方

　　広島市佐伯区屋代二丁目１４番１４号

　　　月見台町内会

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第１５４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，美鈴が丘南第五公園の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８ 

号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　美鈴が丘南第五公園

２　指定の相手方

　　広島市佐伯区美鈴が丘東四丁目１０番２号

　　　美鈴クリーンボランティア

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第１５５号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１５６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和３年１２月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１５７号　

令和３年１２月２８日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略

広島市選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ 日　

　令和３年１２月１日現在における地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法

律第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定に

よる教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は，次

のとおりです。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項 

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　１９，６８０人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求），第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長，市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　　２２２，９９６人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　中　　区　　３８，３５１人

　　　　　　　　　東　　区　　３２，８９１人

　　　　　　　　　南　　区　　３９，３６３人

　　　　　　　　　西　　区　　５１，９１４人

　　　　　　　　　安佐南区　　６５，４４２人

選管告示
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　　　　　　　　　安佐北区　　３９，９４１人

　　　　　　　　　安  芸  区　　２１，４６５人

　　　　　　　　　佐  伯  区　　３８，６２５人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１６３，９９５人

広島市教育委員会告示第２６号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　日　時　令和３年１２月２１日（火）　午前９時

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　懲戒処分の標準例の改正について（報告）

　【非公開予定議題】

　　訴訟について（報告）

　　教職員の人事について（議案）



広島市教育委員会告示第２７号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市こども文化科学館の指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市こども文化科学館条例（昭和５５年広

島市条例第４１号）第８条第３項の規定により告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　指定に係る公の施設

　　広島市こども文化科学館

２　指定の相手方

　　広島市中区加古町４番１７号

　　　公益財団法人広島市文化財団

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市教育委員会告示第２８号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市江波山気象館の指定管理者を次のとおり

指定したので，広島市江波山気象館条例（平成４年広島市条例第

教育委員会告示

３０号）第９条第３項の規定により告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　指定に係る公の施設

　　広島市江波山気象館

２　指定の相手方

　　広島市中区加古町４番１７号

　　　公益財団法人広島市文化財団

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市教育委員会告示第２９号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市交通科学館の指定管理者を次のとおり指

定したので，広島市交通科学館条例（平成６年広島市条例第５６

号）第９条第３項の規定により告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　指定に係る公の施設

　　広島市交通科学館

２　指定の相手方

　　広島市中区加古町４番１７号

　　　公益財団法人広島市文化財団

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市教育委員会告示第３０号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市郷土資料館の指定管理者を次のとおり指

定したので，広島市郷土資料館条例（昭和６０年広島市条例第７

４号）第９条第３項の規定により告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　指定に係る公の施設

　　広島市郷土資料館

２　指定の相手方

　　広島市中区加古町４番１７号

　　　公益財団法人広島市文化財団

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市教育委員会告示第３１号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項
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の規定に基づき，広島市青少年センターの指定管理者を次のとお

り指定したので，広島市青少年センター条例（昭和４０年広島市

条例第３４号）第１６条第３項の規定により告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　指定に係る公の施設

　　広島市青少年センター

２　指定の相手方

　　広島市中区加古町４番１７号

　　　公益財団法人広島市文化財団

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市教育委員会告示第３２号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンス

ポーツセンターの指定管理者を次のとおり指定したので，広島市

少年自然の家条例（昭和５３年広島市条例第２２号）第１７条第

３項及び広島市グリーンスポーツセンター条例（昭和５７年広島

市条例第３８号）第１７条第３項の規定により告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　指定に係る公の施設

　　広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセン

ター

２　指定の相手方

　　広島市中区加古町４番１７号

　　　公益財団法人広島市文化財団

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市教育委員会告示第３３号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市立中央図書館及び広島市こども図書館の

指定管理者を次のとおり指定したので，広島市立中央図書館条例

（昭和４９年広島市条例第７０号）第８条第３項及び広島市こど

も図書館条例（昭和２８年広島市条例第１９号）第７条第３項の

規定により告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　指定に係る公の施設

　　広島市立中央図書館及び広島市こども図書館

２　指定の相手方

　　広島市中区加古町４番１７号

　　　公益財団法人広島市文化財団

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで



広島市教育委員会告示第３４号　

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市公民館の指定管理者を次のとおり指定し

たので，広島市公民館条例（昭和２４年９月８日広島市条例第４

４号）第１３条第３項の規定により告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　指定に係る公の施設

　　別紙に掲げる公民館

２　指定の相手方

　　広島市中区加古町４番１７号

　　　公益財団法人広島市文化財団

３　指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

別紙

施設名 所在地

広島市中央公民館 広島市中区西白島町２４番３６号

広島市竹屋公民館 広島市中区宝町３番１５号

広島市吉島公民館 広島市中区吉島西三丁目２番１０号

広島市舟入公民館 広島市中区舟入川口町２番８号

広島市福田公民館
広島市東区福田四丁目４１５２番地の
１

広島市馬木公民館 広島市東区馬木二丁目５６５番地の４

広島市温品公民館 広島市東区温品七丁目８番１９号

広島市戸坂公民館
広島市東区戸坂出江二丁目１０番２６
号

広島市牛田公民館 広島市東区牛田新町一丁目８番３号

広島市早稲田公民館 広島市東区牛田東四丁目１９番１号

広島市二葉公民館 広島市東区東蟹屋町９番３４号

広島市青崎公民館 広島市南区青崎一丁目１２番７号

広島市段原公民館 広島市南区段原山崎二丁目７番４号

広島市大河公民館 広島市南区北大河町１５番１２号

広島市仁保公民館 広島市南区仁保新町一丁目８番６号

広島市楠那公民館 広島市南区楠那町７番１０号

広島市宇品公民館 広島市南区宇品御幸四丁目１番２号

広島市似島公民館
広島市南区似島町字家下７５２番地の
７４

広島市三篠公民館 広島市西区打越町１０番２３号

広島市観音公民館 広島市西区観音本町二丁目１番７７号

広島市南観音公民館
広島市西区観音新町二丁目１６番４６
号

広島市己斐上公民館 広島市西区己斐上四丁目２番５５号

広島市己斐公民館 広島市西区己斐中一丁目６番２０号

広島市古田公民館 広島市西区古江西町１９番１５号

広島市草津公民館 広島市西区草津東二丁目２０番７号
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広島市鈴が峰公民館 広島市西区鈴が峰町４４番１号

広島市井口公民館
広島市西区井口鈴が台二丁目１４番８
号

広島市佐東公民館
広島市安佐南区緑井六丁目２９番２５
号

広島市東野公民館 広島市安佐南区東野二丁目２２番７号

広島市古市公民館 広島市安佐南区古市三丁目２４番８号

広島市安東公民館
広島市安佐南区安東二丁目１６番４２
号

広島市安公民館 広島市安佐南区上安二丁目２番４６号

広島市園公民館
広島市安佐南区西原一丁目１３番２６
号

広島市園西公民館
広島市安佐南区長束六丁目１０番２８
号

広島市沼田公民館 広島市安佐南区伴東七丁目６４番８号

広島市大塚公民館 広島市安佐南区大塚西六丁目３番２号

広島市戸山公民館
広島市安佐南区沼田町大字阿戸２６９
番地の３

広島市白木公民館
広島市安佐北区白木町大字秋山２３９
１番地の４

広島市高陽公民館
広島市安佐北区深川五丁目１３番１２
号

広島市真亀公民館 広島市安佐北区真亀一丁目３番２７号

広島市倉掛公民館 広島市安佐北区倉掛一丁目１２番１号

広島市口田公民館 広島市安佐北区口田四丁目９番１９号

広島市三入公民館 広島市安佐北区三入五丁目１５番９号

広島市可部公民館
広島市安佐北区可部三丁目１９番２２
号

広島市亀山公民館
広島市安佐北区亀山南三丁目１６番１
６号

広島市安佐公民館
広島市安佐北区安佐町大字飯室３４５
５番地の１

広島市日浦公民館
広島市安佐北区あさひが丘三丁目２３
番１３号

広島市瀬野公民館 広島市安芸区瀬野一丁目２９番２１号

広島市中野公民館 広島市安芸区中野三丁目２０番９号

広島市阿戸公民館 広島市安芸区阿戸町６１６６番地

広島市船越公民館 広島市安芸区船越五丁目２２番２３号

広島市矢野公民館 広島市安芸区矢野西五丁目２４番２号

広島市湯来西公民館
広島市佐伯区湯来町大字多田２７１２
番地

広島市湯来南公民館
広島市佐伯区湯来町大字伏谷１３番地
の１

広島市石内公民館
広島市佐伯区五日市町大字石内３２８
９番地の１

広島市河内公民館
広島市佐伯区五日市町大字上河内５３
７番地

広島市皆賀公民館
広島市佐伯区五日市町大字昭和台３４
番地の２

広島市五月が丘公民館
広島市佐伯区五月が丘五丁目３番３３
号

広島市藤の木公民館 広島市佐伯区藤の木二丁目２７番７号

広島市彩が丘公民館 広島市佐伯区河内南一丁目２１番６号

広島市美鈴が丘公民館
広島市佐伯区美鈴が丘南三丁目１番９
号

広島市利松公民館 広島市佐伯区利松一丁目１８番１５号

広島市八幡東公民館 広島市佐伯区八幡東二丁目６番１９号

広島市八幡公民館 広島市佐伯区八幡三丁目２３番２２号

広島市観音台公民館 広島市佐伯区観音台三丁目１６番５号

広島市坪井公民館 広島市佐伯区坪井一丁目３２番１０号

広島市五日市中央公民
館

広島市佐伯区五日市中央四丁目８番２
０号

広島市五日市公民館 広島市佐伯区新宮苑１１番１４号

広島市吉見園公民館 広島市佐伯区吉見園１３番１号

広島市楽々園公民館 広島市佐伯区楽々園五丁目８番３２号

広島市美隅公民館 広島市佐伯区美の里二丁目１番２５号


